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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（売買立会の区分及び売買立会時） （売買立会の区分及び売買立会時）

第２条 当取引所の売買立会は、午前立会及び午

後立会に分かち、各売買立会時は、次の各号に

掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。

第２条 当取引所の売買立会は、午前立会及び午

後立会に分かち、各売買立会時は、次の各号に

掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。

（１） 株券（新株予約権証券、出資証券（法

第２条第１項第６号に掲げる有価証券をい

う。以下同じ。）、優先出資証券（協同組織金

融機関の発行する優先出資証券をいう。以下

同じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受益

証券（外国投資信託の受益証券をいう。以下

同じ。）、投資証券、新投資口予約権証券、外

国投資証券、外国株預託証券（外国法人の発

行する株券に係る権利を表示する預託証券を

いう。以下同じ。）、受益証券発行信託の受益

証券（内国商品信託受益証券（特定の商品（商

品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）

第２条第１項に規定する商品をいう。）の価格

に連動することを目的として、主として当該

特定の商品をその信託財産とする受益証券発

行信託の受益証券をいう。以下同じ。）又は外

国証券信託受益証券（受益証券発行信託の受

益証券のうち、外国法人の発行する株券、外

国指標連動証券（外国法人が外国で発行する

有価証券のうち法第２条第１項第５号に掲げ

る有価証券の性質を有するものであって、当

該有価証券の償還価額が特定の指標（金融商

品市場における相場その他の指標をいう。以

下同じ。）に連動することを目的とするものを

いう。以下同じ。）、外国投資信託受益証券、

外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受

益証券（外国法人の発行する証券又は証書で

受益証券発行信託の受益証券の性質を有する

ものをいう。以下同じ。）を信託財産とするも

のをいう。以下同じ。）に限る。以下同じ。）

及び外国受益証券発行信託の受益証券を含

（１） 株券（新株予約権証券、出資証券（法

第２条第１項第６号に掲げる有価証券をい

う。以下同じ。）、優先出資証券（協同組織金

融機関の発行する優先出資証券をいう。以下

同じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受益

証券（外国投資信託の受益証券をいう。以下

同じ。）、投資証券、外国投資証券、外国株預

託証券（外国法人の発行する株券に係る権利

を表示する預託証券をいう。以下同じ。）、受

益証券発行信託の受益証券（内国商品信託受

益証券（特定の商品（商品先物取引法（昭和

２５年法律第２３９号）第２条第１項に規定

する商品をいう。）の価格に連動することを目

的として、主として当該特定の商品をその信

託財産とする受益証券発行信託の受益証券を

いう。以下同じ。）又は外国証券信託受益証券

（受益証券発行信託の受益証券のうち、外国

法人の発行する株券、外国指標連動証券（外

国法人が外国で発行する有価証券のうち法第

２条第１項第５号に掲げる有価証券の性質を

有するものであって、当該有価証券の償還価

額が特定の指標（金融商品市場における相場

その他の指標をいう。以下同じ。）に連動する

ことを目的とするものをいう。以下同じ。）、

外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外

国受益証券発行信託の受益証券（外国法人の

発行する証券又は証書で受益証券発行信託の

受益証券の性質を有するものをいう。以下同

じ。）を信託財産とするものをいう。以下同

じ。）に限る。以下同じ。）及び外国受益証券

発行信託の受益証券を含む。第９条第１項、



2

む。第９条第１項、第６６条及び第６７条を

除き以下同じ。）（次号に掲げるものを除く。）

第６６条及び第６７条を除き以下同じ。）（次

号に掲げるものを除く。）

午前立会は、午前９時から１１時３０分ま

でとし、午後立会は、午後０時３０分から３

時までとする。

午前立会は、午前９時から１１時３０分ま

でとし、午後立会は、午後０時３０分から３

時までとする。

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

２ （略） ２ （略）

（売買の種類） （売買の種類）

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定

める取引とする。

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定

める取引とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（３）の２ 投資証券及び新投資口予約権証券 （３）の２ 投資証券

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

（呼値） （呼値）

第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投資

信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資

証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、

外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証

券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除

く。）

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投資

信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資

証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益

証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。）

次のａ及びｂに掲げる株券の区分に従い、

当該ａ及びｂに定めるところによる。ただし、

当取引所が呼値の単位を引き下げる必要があ

ると認めて特に指定したものは、当該呼値の

単位を下回る呼値の単位とする。

次のａ及びｂに掲げる株券の区分に従い、

当該ａ及びｂに定めるところによる。ただし、

当取引所が呼値の単位を引き下げる必要があ

ると認めて特に指定したものは、当該呼値の

単位を下回る呼値の単位とする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（２） 出資証券、優先出資証券、投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証

券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行

信託の受益証券

（２） 出資証券、優先出資証券、投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券

及び外国受益証券発行信託の受益証券
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前号の規定（新株予約権証券に係る部分を

除く。）は、出資証券、優先出資証券、投資信

託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証

券、新投資口予約権証券、外国投資証券、受

益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券

発行信託の受益証券について準用する。この

場合において、「１株」とあるのは、「１口（新

投資口予約権証券にあっては、新投資口予約

権１個を１口とし、投資法人債券に類する外

国投資証券にあっては、１証券を１口とす

る。）」と読み替えるものとする。

前号の規定（新株予約権証券に係る部分を

除く。）は、出資証券、優先出資証券、投資信

託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証

券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益

証券及び外国受益証券発行信託の受益証券に

ついて準用する。この場合において、「１株」

とあるのは、「１口（投資法人債券に類する外

国投資証券にあっては、１証券を１口とす

る。）」と読み替えるものとする。

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

４～８ （略） ４～８ （略）

（売買単位） （売買単位）

第１５条 売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

第１５条 売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投資

信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資

証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、

外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証

券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除

く。）

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投資

信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資

証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益

証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。）

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（１）の２ （略） （１）の２ （略）

（２） 優先出資証券、投資信託受益証券、投

資証券、新投資口予約権証券及び内国商品信

託受益証券は、１口（新投資口予約権証券に

あっては、新投資口予約権１個を１口とす

る。）とする。ただし、当取引所が特に指定し

た銘柄については、当取引所がその都度定め

る口数とする。

（２） 優先出資証券、投資信託受益証券、投

資証券及び内国商品信託受益証券は、１口と

する。ただし、当取引所が特に指定した銘柄

については、当取引所がその都度定める口数

とする。

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

（空売り価格規制の基準価格） （空売り価格規制の基準価格）

第１６条 取引規制府令第１２条第５項の規定に

より当取引所が定める価格（以下「基準価格」

という。）は、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

第１６条 取引規制府令第１２条第５項の規定に

より当取引所が定める価格（以下「基準価格」

という。）は、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。
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（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券、投資証券及び新投資

口予約権証券をいう。以下この項において同

じ。）及び内国商品信託受益証券

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券及び投資証券をいう。

以下この項において同じ。）及び内国商品信託

受益証券

次のａ及びｂに掲げる場合の区分に従い、

当該ａ及びｂに掲げる値段とする。ただし、

配当落等の期日（第２５条第１項に規定する

配当落等の期日をいう。以下この項において

同じ。）、第２５条の２に規定する株式併合後

の株券の売買開始の期日又は第２６条に規定

する取得対価の変更期日の基準価格は、別表

「配当落等における空売り価格規制の基準価

格算出に関する表」により算出した値段とす

る。

次のａ及びｂに掲げる場合の区分に従い、

当該ａ及びｂに掲げる値段とする。ただし、

配当落等の期日（第２５条第１項に規定する

配当落等の期日をいう。以下この項において

同じ。）、第２５条の２に規定する株式併合後

の株券の売買開始の期日又は第２６条に規定

する取得対価の変更期日の基準価格は、別表

「配当落等における空売り価格規制の基準価

格算出に関する表」により算出した値段とす

る。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（公開買付期間中における自己買付け） （公開買付期間中における自己買付け）

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株

予約権付社債券、株券預託証券（株券に係る

権利を表示する預託証券をいう。）又は交換社

債券（以下この号において「新株予約権証券

等」という。）に係る価格の変動により発生し

得る危険を減少させる行為に関して行う、当

該ａ又はｂに定める取引に係る買付け

（５） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券、新株予約権付社債券、株券

預託証券（株券に係る権利を表示する預託証

券をいう。）又は交換社債券（以下この号にお

いて「新株予約権証券等」という。）に係る価

格の変動により発生し得る危険を減少させる

行為に関して行う、当該ａ又はｂに定める取

引に係る買付け

ａ 新株予約権証券等の売付けを行っている

場合

ａ 新株予約権証券等の売付けを行っている

場合

当該売付けを行っている新株予約権証券

等に付与された権利を行使することにより

取得することとなる株券又は投資証券（以

下この号において「行使対象株券等」とい

当該売付けを行っている新株予約権証券

等に付与された権利を行使することにより

取得することとなる株券（以下この号にお

いて「行使対象株券」という。）の数量（当
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う。）の数量（当該売付けと対当する買付新

株予約権証券等に係る行使対象株券等の数

量及び新株予約権証券等に係る価格と行使

対象株券等の価格の関係を利用して行う取

引であって、新株予約権証券等の売付けを

行うとともに、行使対象株券等の数量の範

囲内で当該行使対象株券等と同一の銘柄の

株券又は投資証券の買付けを行う取引によ

る当該売付新株予約権証券等に係る行使対

象株券等の数量を控除した数量に限る。）の

範囲内で、当該行使対象株券等と同一の銘

柄の株券又は投資証券の買付けを行う取引

該売付けと対当する買付新株予約権証券等

に係る行使対象株券の数量及び新株予約権

証券等に係る価格と行使対象株券の価格の

関係を利用して行う取引であって、新株予

約権証券等の売付けを行うとともに、行使

対象株券の数量の範囲内で当該行使対象株

券と同一の銘柄の株券の買付けを行う取引

による当該売付新株予約権証券等に係る行

使対象株券の数量を控除した数量に限る。）

の範囲内で、当該行使対象株券と同一の銘

柄の株券の買付けを行う取引

ｂ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため、行使対

象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券

の売付けを行っている場合

ｂ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため、行使対

象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行っ

ている場合

当該売付けを行っている株券又は投資証

券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証

券の買付けを行う取引

当該売付けを行っている株券の数量の範

囲内で、当該株券の買付けを行う取引

（６）～（１４） （略） （６）～（１４） （略）

（安定操作期間内における自己買付け等） （安定操作期間内における自己買付け等）

第６７条 金融商品取引業等に関する内閣府令

（平成１９年内閣府令第５２号）第１１７条第

１項第２２号イ及びホに規定する金融商品取引

所の定める規則において有価証券の流通の円滑

化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対す

る投資判断に基づかないものと認められている

買付けは、当取引所の市場における次の各号に

掲げる買付けとする。

第６７条 金融商品取引業等に関する内閣府令

（平成１９年内閣府令第５２号）第１１７条第

１項第２２号イ及びホに規定する金融商品取引

所の定める規則において有価証券の流通の円滑

化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対す

る投資判断に基づかないものと認められている

買付けは、当取引所の市場における次の各号に

掲げる買付けとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 新株予約権証券、新投資口予約権証券、

新株予約権付社債券、株券預託証券（株券（優

先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。）を含む。以下この号及び

次号において同じ。）に係る権利を表示する預

託証券をいう。以下この号において同じ。）又

は交換社債券（以下この号及び次号において

「新株予約権証券等」という。）に係る価格と

（５） 新株予約権証券、新株予約権付社債券、

株券預託証券（株券（優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）

を含む。以下この号及び次号において同じ。）

に係る権利を表示する預託証券をいう。以下

この号において同じ。）又は交換社債券（以下

この号及び次号において「新株予約権証券等」

という。）に係る価格と当該新株予約権証券等
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当該新株予約権証券等に付与された権利を行

使することにより取得することとなる株券又

は投資証券（以下この号及び次号において「行

使対象株券等」という。）の価格の関係を利用

して行う次のａからｄまでに掲げる取引に係

る買付け

に付与された権利を行使することにより取得

することとなる株券（以下この号及び次号に

おいて「行使対象株券」という。）の価格の関

係を利用して行う次のａからｄまでに掲げる

取引に係る買付け

ａ 新株予約権証券等の売付けを行うととも

に、行使対象株券等の数量の範囲内で当該

行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は投

資証券の買付けを行う取引

ａ 新株予約権証券等の売付けを行うととも

に、行使対象株券の数量の範囲内で当該行

使対象株券と同一の銘柄の株券の買付けを

行う取引

ｂ 株券又は投資証券の買付残高を有し、か

つ、当該株券又は投資証券と同一の銘柄の

株券又は投資証券を行使対象株券等とする

新株予約権証券等（株券預託証券及び交換

社債券を除く。以下このｂ及び次のｃにお

いて同じ。）の売付けを行っている場合にお

いて、当該買付残高の全部又は一部を売り

付けるとともに、行使対象株券等の数量が

当該売付株券又は投資証券の数量の範囲内

となる新株予約権証券等の買付け（当該売

付けを行っている新株予約権証券等の数量

の範囲内で行うものに限る。）を行う取引

ｂ 株券の買付残高を有し、かつ、当該株券

と同一の銘柄の株券を行使対象株券とする

新株予約権証券等（株券預託証券及び交換

社債券を除く。以下このｂ及び次のｃにお

いて同じ。）の売付けを行っている場合にお

いて、当該買付残高の全部又は一部を売り

付けるとともに、行使対象株券の数量が当

該売付株券の数量の範囲内となる新株予約

権証券等の買付け（当該売付けを行ってい

る新株予約権証券等の数量の範囲内で行う

ものに限る。）を行う取引

ｃ 行使対象株券等と同一の銘柄の株券又は

投資証券の売付けを行うとともに、行使対

象株券等の数量が、当該売付けの数量の範

囲内となる新株予約権証券等の買付けを行

う取引

ｃ 行使対象株券と同一の銘柄の株券の売付

けを行うとともに、行使対象株券の数量が、

当該売付けの数量の範囲内となる新株予約

権証券等の買付けを行う取引

ｄ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、行使対象株券等と同一の銘柄の株券又

は投資証券の売付けを行っている場合にお

いて、当該買付残高の全部又は一部を売り

付けるとともに、当該売付新株予約権証券

等に係る行使対象株券等の数量の範囲内と

なる株券又は投資証券の買付け（当該売付

けを行っている株券又は投資証券の数量の

範囲内で行うものに限る。）を行う取引

ｄ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、行使対象株券と同一の銘柄の株券の売

付けを行っている場合において、当該買付

残高の全部又は一部を売り付けるととも

に、当該売付新株予約権証券等に係る行使

対象株券の数量の範囲内となる株券の買付

け（当該売付けを行っている株券の数量の

範囲内で行うものに限る。）を行う取引

（６） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券等に係る価格の変動により発

生し得る危険を減少させる行為に関して行

う、当該ａ又はｂに定める取引に係る買付け

（６） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券等に係る価格の変動により発

生し得る危険を減少させる行為に関して行

う、当該ａ又はｂに定める取引に係る買付け
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ａ 新株予約権証券等の売付けを行っている

場合

ａ 新株予約権証券等の売付けを行っている

場合

   当該売付けを行っている新株予約権証券

等に係る行使対象株券等の数量（当該売付

けと対当する買付新株予約権証券等に係る

行使対象株券等の数量及び前号ａ又はｂに

規定する取引による売付新株予約権証券等

に係る行使対象株券等の数量を控除した数

量に限る。）の範囲内で、当該行使対象株券

等と同一の銘柄の株券又は投資証券の買付

けを行う取引

   当該売付けを行っている新株予約権証券

等に係る行使対象株券の数量（当該売付け

と対当する買付新株予約権証券等に係る行

使対象株券の数量及び前号ａ又はｂに規定

する取引による売付新株予約権証券等に係

る行使対象株券等の数量を控除した数量に

限る。）の範囲内で、当該行使対象株券と同

一の銘柄の株券の買付けを行う取引

ｂ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため、行使対

象株券等と同一の銘柄の株券又は投資証券

の売付けを行っている場合

ｂ 新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため、行使対

象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行っ

ている場合

  当該売付けを行っている株券又は投資証

券の数量の範囲内で、当該株券又は投資証

券の買付けを行う取引

  当該売付けを行っている株券の数量の範

囲内で、当該株券の買付けを行う取引

（７）～（１６） （略） （７）～（１６） （略）

（外国株券等の円滑な流通の確保） （外国株券等の円滑な流通の確保）

第６８条 外国株券、投資信託受益証券、投資証

券、内国商品信託受益証券、転換社債型新株予

約権付社債券及び交換社債券（以下この条にお

いて「外国株券等」という。）について、幹事金

融商品取引業者等（幹事である金融商品取引業

者をいい、指標連動型投資信託受益証券及び内

国商品信託受益証券にあっては、指定参加者（募

集の取扱いを行う者をいう。）をいい、外国投資

信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受

益証券（外国法人の発行する株券を信託財産と

するものを除く。）及び外国受益証券発行信託の

受益証券にあっては、当取引所が定めるところ

により当取引所が指定する取引参加者をいう。）

である取引参加者は、当取引所の市場における

当該外国株券等の円滑な流通の確保に努めるも

のとする。

第６８条 外国株券、投資信託受益証券、投資証

券、内国商品信託受益証券、転換社債型新株予

約権付社債券及び交換社債券（以下この条にお

いて「外国株券等」という。）について、幹事金

融商品取引業者等（幹事である金融商品取引業

者をいい、指標連動型投資信託受益証券にあっ

ては、指定参加者（募集の取扱いを行う者をい

う。）をいい、外国投資信託受益証券、外国投資

証券、外国証券信託受益証券（外国法人の発行

する株券を信託財産とするものを除く。）及び外

国受益証券発行信託の受益証券にあっては、当

取引所が定めるところにより当取引所が指定す

る取引参加者をいう。）である取引参加者は、当

取引所の市場における当該外国株券等の円滑な

流通の確保に努めるものとする。
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付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（上場適格性調査体制等の整備） （上場適格性調査体制等の整備）

第２２条の４ （略） 第２２条の４ （略）

２ 有価証券上場規程第３０４条第１項第２号

ａに規定する増資の合理性に係る審査又は同

第１２１１条第１項第２号ａに規定する投資

口の発行の合理性に係る審査を行う取引参加

者は、当取引所が定めるところにより、当該

増資又は当該投資口の発行の合理性に係る審

査体制を整備しなければならない。

２ 有価証券上場規程第３０４条第１項第２号

ａに規定する増資の合理性に係る審査を行う

取引参加者は、当取引所が定めるところによ

り、当該増資の合理性に係る審査体制を整備

しなければならない。

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。
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信用取引・貸借取引規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（新株予約権証券等の信用取引の禁止） （新株予約権証券等の信用取引の禁止）

第３条 取引参加者は、新株予約権証券、出資証

券（法第２条第１項第６号に掲げる有価証券を

いう。以下同じ。）、新投資口予約権証券、上

場廃止の基準に該当した銘柄その他当取引所が

適当でないと認めた銘柄について、信用取引を

行ってはならない。

第３条 取引参加者は、新株予約権証券、出資証

券（法第２条第１項第６号に掲げる有価証券を

いう。以下同じ。）、上場廃止の基準に該当し

た銘柄その他当取引所が適当でないと認めた銘

柄について、信用取引を行ってはならない。

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止）

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止）

第７条 取引参加者は、業務規程第２条第１項第

１号に掲げる有価証券（第３条の規定により信

用取引が禁止されているものを除く。）のうち

制度信用取引を行うことができる銘柄（以下「制

度信用銘柄」という。）以外の銘柄について、

制度信用取引を行ってはならない。

第７条 取引参加者は、業務規程第２条第１項第

１号に掲げる有価証券（新株予約権証券及び出

資証券を除く。）のうち制度信用取引を行うこ

とができる銘柄（以下「制度信用銘柄」という。）

以外の銘柄について、制度信用取引を行っては

ならない。

２ （略） ２ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

目次 目次

第１編～第４編 （略） 第１編～第４編 （略）

第５編 ＥＴＦ 第５編 ＥＴＦ

第１章 （略） 第１章 （略）

第２章 ＥＴＦ（第１１０１条―第１１１９

条）

第２章 ＥＴＦ（第１１０１条―第１１１８

条）

第６編・第７編 （略） 第６編・第７編 （略）

付則 （略） 付則 （略）

（新株予約権証券の上場） （新株予約権証券の上場）

第３０４条 第３０１条の規定により上場申請

のあった新株予約権証券が、上場株券等を目

的とするものである場合には、次の各号に定

める基準に適合するときに上場を承認するも

のとする。

第３０４条 第３０１条の規定により上場申請

のあった新株予約権証券が、上場株券等を目

的とするものである場合には、次の各号に定

める基準に適合するときに上場を承認するも

のとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新株予約権証券の発行者である上場

会社において次のａ又はｂのいずれかの手

続きが実施されていること（当該上場会社

が当該新株予約権証券に関して法第２条第

６項第３号に規定する契約を締結している

場合（この条において「コミットメント型

の場合」という。）を除く。）。

（２） 新株予約権証券の発行者である上場

会社において次のａ又はｂのいずれかの手

続きが実施されていること（当該上場会社

が当該新株予約権証券に関して法第２条第

６項第３号に規定する契約を締結している

場合（以下「コミットメント型の場合」と

いう。）を除く。）。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（適格指標の指定） （適格指標の指定）

第９４３条 当取引所は、新規上場申請に係る

ＥＴＮ信託受益証券の上場を承認した場合に

は、当該ＥＴＮ信託受益証券に係る指標を第

９４５条第１項第３号ｂに定める要件を満た

す指標として指定する。

第９４３条 当取引所は、新規上場申請に係る

外国指標連動証券信託受益証券の上場を承認

した場合には、当該外国指標連動証券信託受

益証券に係る指標を第９４５条第１項第３号

ｂに定める要件を満たす指標として指定す
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る。

第５編 ＥＴＦ 第５編 受益証券及び投資証券

（上場審査基準） （上場審査基準）

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査

に関して必要な事項は、上場審査等に関する

ガイドラインをもって定める。

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査

に関して必要な事項は、上場審査等に関する

ガイドラインをもって定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇ

まで（公社債投資信託以外の証券投資信託

（投資信託法施行令第１２条各号に掲げる

投資信託又は施行規則で定める投資信託に

該当するものを除く。以下この号、第１１

０７条第２項第１号及び第１１１２条第１

項第３号において同じ。）の受益証券に該

当する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの

（ｃ）及びｃの２を除き、投資信託法施行

令第１２条第１号又は第２号に掲げる投資

信託の受益証券に該当する新規上場申請銘

柄にあっては、ｂの（ｈ）及びｃの３を除

く。）に適合していること。

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇ

まで（公社債投資信託以外の証券投資信託

（投資信託法施行令第１２条各号に掲げる

投資信託又は施行規則で定める投資信託に

該当するものを除く。以下この号、第１１

０７条第２項第１号及び第１１１２条第１

項第３号において同じ。）の受益証券に該

当する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの

（ｃ）及びｃの２を除き、投資信託法施行

令第１２条第１号又は第２号に掲げる投資

信託の受益証券に該当する新規上場申請銘

柄にあっては、ｂの（ｈ）及びｃの３を除

く。）に適合していること。

ａ～ｄの４ （略） ａ～ｄの４ （略）

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合している

こと。

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合している

こと。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近２

年間（「最近」の計算は、新規上場申

請日の直前の特定期間（法第２４条第

５項に規定する特定期間をいう。以下

同じ。）の末日を起算日としてさかの

ぼる。以下この章において同じ。）に

終了する各特定期間（信託契約期間の

開始日以後の期間に限る。以下このｅ

において同じ。）の財務諸表等又は各

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近２

年間（「最近」の計算は、新規上場申

請日の直前の特定期間（法第２４条第

５項に規定する特定期間をいう。以下

同じ。）の末日を起算日としてさかの

ぼる。以下この章において同じ。）に

終了する各特定期間（信託契約期間の

開始日以後の期間に限る。以下このｅ

において同じ。）の財務諸表等又は各
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特定期間における中間財務諸表等が記

載される有価証券報告書等（第２条第

８９号の規定にかかわらず、有価証券

届出書（法の規定に基づき有価証券届

出書又はその訂正届出書とみなされる

書類を含む。）、有価証券報告書（報

告書代替書面を含む。以下同じ。）及

びその添付書類、半期報告書（半期代

替書面を含む。以下同じ。）並びに目

論見書をいう。）に虚偽記載（第２条

第３０号の規定にかかわらず、有価証

券報告書等について、内閣総理大臣等

から訂正命令（原則として、法第１０

条（法第２４条の２及び第２４条の５

において準用する場合を含む。）又は

第２３条の１０に係る訂正命令）若し

くは課徴金納付命令（法第１７２条の

２第１項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）又は第１７２条の４

第１項若しくは第２項に係る命令）を

受けた場合又は内閣総理大臣等若しく

は証券取引等監視委員会により法第１

９７条若しくは第２０７条に係る告発

が行われた場合、又はこれらの訂正届

出書（法の規定に基づき有価証券届出

書又はその訂正届出書とみなされる書

類を含む。）又は訂正報告書を提出し

た場合であって、その訂正した内容が

重要と認められるものである場合をい

う。以下この章において同じ。）を行

っていないこと。

特定期間における中間財務諸表等が記

載される有価証券報告書等（第２条第

８９号の規定にかかわらず、有価証券

届出書、有価証券報告書（報告書代替

書面を含む。以下同じ。）及びその添

付書類、半期報告書（半期代替書面を

含む。以下同じ。）並びに目論見書を

いう。）に虚偽記載（第２条第３０号

の規定にかかわらず、有価証券報告書

等について、内閣総理大臣等から訂正

命令（原則として、法第１０条（法第

２４条の２及び第２４条の５において

準用する場合を含む。）又は第２３条

の１０に係る訂正命令）若しくは課徴

金納付命令（法第１７２条の２第１項

（同条第４項において準用する場合を

含む。）又は第１７２条の４第１項若

しくは第２項に係る命令）を受けた場

合又は内閣総理大臣等若しくは証券取

引等監視委員会により法第１９７条若

しくは第２０７条に係る告発が行われ

た場合、又はこれらの訂正届出書又は

訂正報告書を提出した場合であって、

その訂正した内容が重要と認められる

ものである場合をいう。以下この章に

おいて同じ。）を行っていないこと。

（ｂ） （略） （ｂ） （略）

ｆ・ｇ （略） ｆ・ｇ （略）

（３） （略） （３） （略）

２～６ （略） ２～６ （略）
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（変更上場申請） （変更上場申請）

第１１０５条 上場ＥＴＦに係る管理会社及び

信託受託者（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とす

る外国ＥＴＦ信託受益証券にあっては、外国

投資法人及び管理会社）が、次の各号に掲げ

る事項を変更するときは、当該管理会社又は

信託受託者（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ又は当該外国ＥＴＦを受託有価証券とす

る外国ＥＴＦ信託受益証券にあっては、外国

投資法人又は管理会社）は、当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出するもの

とする。

第１１０５条 上場ＥＴＦに係る管理会社及び

信託受託者（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とす

る外国ＥＴＦ信託受益証券にあっては、外国

投資法人及び管理会社）が、次の各号に掲げ

る事項を変更するときは、当取引所所定の「有

価証券変更上場申請書」を提出するものとす

る。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２ （略） ２ （略）

（テクニカル上場）

第１１０６条 上場内国ＥＴＦが併合（投資信

託法第１６条第２号の規定に基づき、二以上

の上場内国ＥＴＦが併合を行う場合に限る。

以下この条において同じ。）を行い上場廃止

となる場合で、併合後の内国ＥＴＦの新規上

場が遅滞なく申請されるときにおける上場審

査は第１１０４条第１項各号に掲げる基準に

よるものとする。

第１１０６条 削除

２ 前項の規定により上場される内国ＥＴＦの

上場日は、併合がその効力を生ずる日とする。

ただし、新規上場申請の時期等により当該日

に上場することが不可能又は困難であるとき

は、この限りでない。

（代理人等の選定） （代理人等の選定）

第１１１０条 次の各号に掲げる者は、施行規

則で定めるところにより、本邦内に住所又は

居所を有する者であって、当取引所との関係

において一切の行為につき当該各号に掲げる

第１１１０条 次の各号に掲げる者は、施行規

則で定めるところにより、本邦内に住所又は

居所を有する者であって、当取引所との関係

において一切の行為につき当該各号に掲げる
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者を代理又は代表する権限を有する者を選定

するものとする。

者を代理又は代表する権限を有する者を選定

するものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該

当するものに限る。）又は上場外国ＥＴＦ

信託受益証券（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦを受託有価証券とするものに限

る。）に係る外国投資法人

（２） 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該

当するものに限る。）又は上場外国ＥＴＦ

信託受益証券（外国投資証券に該当するも

のに限る。）に係る外国投資法人

（テクニカル上場時の引継ぎ）

第１１１８条 第１１０６条の規定の適用を受

けて上場した内国ＥＴＦに係る管理会社及び

信託受託者に対する施行規則で定める規定の

適用については、当該内国ＥＴＦの管理会社

及び信託受託者を同条第１項に規定する併合

により上場廃止となった内国ＥＴＦの管理会

社及び信託受託者と同一のものとみなして、

これを取り扱うものとする。ただし、当取引

所が適当でないと認める場合は、この限りで

ない。

（新設）

（準用規定） （準用規定）

第１１１９条 （略） 第１１１８条 （略）

（第６編における定義） （第６編における定義）

第１２０１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

第１２０１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（３）の２ 自己投資口 投資証券の発行者

である投資法人が有する当該投資証券をい

う。

（新設）

（４）～（９） （略） （４）～（９） （略）

（９）の２ 新投資口予約権証券 投資信託

法第２条第１８項に規定する新投資口予約

権証券をいう。

（新設）
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（１０） （略） （１０）（略）

（１１） 不動産関連資産 次のａからｇま

でに掲げる資産をいう。

（１１） 不動産関連資産 次のａからｆま

でに掲げる資産をいう。

ａ～ｆ （略） ａ～ｆ （略）

ｇ 投資信託法第１９３条第１項第３号か

ら第５号までに掲げる取引を行うことを

目的とする法人の発行する株式で、同法

第１９４条第２項の規定に基づき投資法

人が取得するもののうち、施行規則で定

めるもの（次号ｈに掲げるものを除く。）。

（新設）

（１２） 不動産等 次のａからｈまでに掲

げる資産をいう。

（１２） 不動産等 次のａからｇまでに掲

げる資産をいう。

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略）

ｈ 投資信託法第１９３条第１項第３号か

ら第５号までに掲げる取引を行うことを

目的とする法人の発行する株式で、同法

第１９４条第２項の規定に基づき投資法

人が取得するもののうち、施行規則で定

めるもの。

（新設）

（１３）～（１９） （略） （１３）～（１９） （略）

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件）

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｏ

までに適合していること。

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｏ

までに適合していること。

ａ～ｆ （略） ａ～ｆ （略）

ｇ 大口投資主（所有する投資口口数の多

い順に１０名の投資主をいう。以下同

じ。）が所有する投資口の総口数に自己

投資口口数（自己投資口処分決議（自己

投資口の処分に係る投資信託法第８０条

第４項の規定による決議をいう。以下同

ｇ 大口投資主（所有する投資口口数の多

い順に１０名の投資主をいう。以下同

じ。）が所有する投資口の総口数又は大

口受益者（所有する受益権口数の多い順

に１０名の受益者をいう。以下同じ。）

が所有する受益権の総口数が、上場の時
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じ。）を行った場合には、処分する自己

投資口口数を除く。）を加えた投資口口

数又は大口受益者（所有する受益権口数

の多い順に１０名の受益者をいう。以下

同じ。）が所有する受益権の総口数が、

上場の時までに、上場投資口口数又は上

場受益権口数の７５％以下になる見込み

のあること。

までに、上場投資口口数又は上場受益権

口数の７５％以下になる見込みのあるこ

と。

ｈ 大口投資主及び自己投資口を所有して

いる場合（所有している投資口の全てに

ついて自己投資口処分決議を行った場合

を除く。）の当該新規上場申請銘柄の発

行者である者を除く投資主又は大口受益

者を除く受益者の数が、上場の時までに

１，０００人以上となる見込みのあるこ

と。

ｈ 大口投資主を除く投資主又は大口受益

者を除く受益者の数が、上場の時までに

１，０００人以上となる見込みのあるこ

と。

ｉ～ｏ （略） ｉ～ｏ （略）

（新不動産投資信託証券等の上場申請） （新不動産投資信託証券の上場申請）

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係る

投資法人若しくは投資信託の新たに発行され

る投資口若しくは受益権に係る不動産投資信

託証券又は上場不動産投資信託証券に係る投

資法人の新たに発行される新投資口予約権証

券で当取引所が上場していないものの上場を

申請する場合には、第１２０１条の２第１項

各号に定める者（以下「上場不動産投資信託

証券の発行者等」という。）のうちいずれか

の者が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係る

投資法人又は投資信託の新たに発行される投

資口又は受益権に係る不動産投資信託証券で

当取引所が上場していないものの上場を申請

する場合には、第１２０１条の２第１項各号

に定める者（以下「上場不動産投資信託証券

の発行者等」という。）が当取引所所定の「有

価証券上場申請書」を提出するものとする。

２ 上場不動産投資信託証券の発行者等のうち

いずれかの者は、新たに不動産投資信託証券

を発行する場合には、原則として、その発行

に先立ちその都度前項の上場申請の手続をと

るものとする。

２ 上場不動産投資信託証券の発行者等は、新

たに不動産投資信託証券を発行する場合に

は、原則として、その発行に先立ちその都度

前項の上場申請の手続をとるものとする。

３ 当取引所は、第１項の上場申請により、当 ３ 当取引所は、第１項の上場申請により、当
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該不動産投資信託証券又は新投資口予約権証

券を上場する場合には、その上場日に、上場

有価証券原簿の記載事項を変更又は新たに記

載するものとする。

該不動産投資信託証券を上場する場合には、

その上場日に、上場有価証券原簿の記載事項

を変更するものとする。

（新投資口予約権証券の上場）

第１２１１条 第１２０９条の規定により上場

申請のあった新投資口予約権証券が、上場不

動産投資信託証券を目的とするものである場

合には、次の各号に掲げる基準に適合すると

きに上場を承認するものとする。

第１２１１条 削除

（１） 上場申請のあった新投資口予約権証

券が施行規則で定める基準に適合するもの

であること。

（２） 新投資口予約権証券の発行者である

上場投資法人（上場不動産投資信託証券の

発行者である投資法人をいう。以下同じ。）

において次のａ又はｂのいずれかの手続き

が実施されていること（当該上場投資法人

が当該新投資口予約権証券に関して法第２

条第６項第３号に規定する契約を締結して

いる場合（この条において「コミットメン

ト型の場合」という。）を除く。）。

ａ 取引参加者による投資口の発行の合理

性に係る審査

ｂ 投資主総会決議などによる投資主の意

思確認

（３） 新投資口予約権証券の発行者である

上場投資法人の運用成績及び財政状態が、

次のａ及びｂのいずれにも該当していない

こと（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ 新規上場申請日の直前営業期間におい

て純利益の額が正でないこと。

ｂ 新規上場申請日の直前営業期間の末日

において純資産総額が５億円以上でない

こと。
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（４） 公益又は投資者保護の観点から、そ

の上場が適当でないと認められるものでな

いこと。

２ 前項の規定により新投資口予約権証券が上

場されることとなる場合には、当該上場申請

を行った者は、施行規則で定める当取引所所

定の「確約書」を提出するものとする。

３ 第１項の審査に関して必要な事項は、上場

審査等に関するガイドラインをもって定め

る。

４ その他新投資口予約権証券の上場に関して

必要な事項は、施行規則で定める。

（変更上場申請） （変更上場申請）

第１２１２条 上場不動産投資信託証券の発行

者等が、当該上場不動産投資信託証券の銘柄、

数量等を変更しようとする場合は、上場不動

産投資信託証券の発行者等のうちいずれかの

者が当取引所所定の「有価証券変更上場申請

書」を提出するものとする。

第１２１２条 上場不動産投資信託証券の発行

者等が、当該上場不動産投資信託証券の銘柄、

数量等を変更しようとする場合は、当取引所

所定の「有価証券変更上場申請書」を提出す

るものとする。

２ （略） ２ （略）

                              

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示）

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略）

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投

資信託証券の発行者等に関する情報の適時開

示については、次の各号に掲げる上場不動産

投資信託証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投

資信託証券の発行者等に関する情報の適時開

示については、次の各号に掲げる上場不動産

投資信託証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。

（１） 投資証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合

（施行規則で定める基準に該当するものそ

の他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものと当取引所が認めるものを除く。）

（１） 投資証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合

（施行規則で定める基準に該当するものそ

の他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものと当取引所が認めるものを除く。）
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は、施行規則で定めるところにより、直ち

にその内容を開示しなければならない。

は、施行規則で定めるところにより、直ち

にその内容を開示しなければならない。

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人が次の（ａ）から（ｐ）まで

に掲げる事項のいずれかを行うことにつ

いての決定をした場合（当該決定に係る

事項を行わないことを決定した場合を含

む。）

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人が次の（ａ）から（ｍ）まで

に掲げる事項のいずれかを行うことにつ

いての決定をした場合（当該決定に係る

事項を行わないことを決定した場合を含

む。）

（ａ）～（ｌ） （略） （ａ）～（ｌ） （略）

（ｍ） 投資信託法第８０条の２第１項

（同法第８０条の５第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）

の規定による自己投資口の取得

（新設）

（ｎ） 新投資口予約権無償割当て （新設）

（ｏ） 投資信託法第１３６条第２項の

規定に基づき、損失の全部又は一部を

出資総額等から控除すること。

（新設）

（ｐ） （ａ）から前（ｏ）までに掲げ

る事項のほか、上場不動産投資信託証

券又は当該投資法人の運営、業務若し

くは財産に関する重要な事項であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの

（ｍ） （ａ）から前（ｌ）までに掲げ

る事項のほか、上場不動産投資信託証

券又は当該投資法人の運営、業務若し

くは財産に関する重要な事項であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人に、次の（ａ）から（ｔ）ま

でに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人に、次の（ａ）から（ｓ）ま

でに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

（ａ）～（ｒ） （略） （ａ）～（ｒ） （略）

（ｓ） 投資主による投資証券の発行の

差止めの請求

（新設）

（ｔ） （ａ）から前（ｓ）までに掲げ

る事実のほか、上場不動産投資信託証

券又は当該投資法人の運営、業務若し

くは財産に関する重要な事実であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの

（ｓ） （ａ）から前（ｒ）までに掲げ

る事実のほか、上場不動産投資信託証

券又は当該投資法人の運営、業務若し

くは財産に関する重要な事実であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの



21

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

３～６ （略） ３～６ （略）

（上場不動産投資信託証券に関する行動規範） （上場不動産投資信託証券に関する行動規範）

第１２１６条の２ 上場不動産投資信託証券の

発行者等は、流通市場に混乱をもたらすおそ

れ又は投資主若しくは受益者の利益の侵害を

もたらすおそれのある上場不動産投資信託証

券に係る新投資口予約権無償割当て又は投資

口若しくは受益権の併合若しくは分割を行わ

ないものとする。

第１２１６条の２ 上場不動産投資信託証券の

発行者等は、流通市場に混乱をもたらすおそ

れ又は投資主若しくは受益者の利益の侵害を

もたらすおそれのある上場不動産投資信託証

券に係る投資口又は受益権の併合又は分割を

行わないものとする。

２ （略） ２ （略）

（上場廃止基準） （上場廃止基準）

第１２１８条 （略） 第１２１８条 （略）

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止する。この場合における当該各号の取

扱いは施行規則で定める。

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止する。この場合における当該各号の取

扱いは施行規則で定める。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（６） 上場投資口口数（自己投資口口数（自

己投資口処分決議を行った場合には、処分

する投資口口数を除く。）を除く。）又は

上場受益権口数が、４，０００口未満であ

る場合

（６） 上場投資口口数又は上場受益権口数

が、４，０００口未満である場合

（７）～（１９） （略） （７）～（１９） （略）

３ （略） ３ （略）

（上場等に関する料金） （上場に関する料金）

第１２２３条 新規上場申請に係る不動産投資

信託証券及び新投資口予約権証券の発行者並

びに上場不動産投資信託証券の発行者は、上

場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発

行時又は追加信託時の追加上場料及び年間上

場料その他の上場等に関する料金を施行規則

第１２２３条 新規上場申請に係る不動産投資

信託証券の発行者及び上場不動産投資信託証

券の発行者は、上場審査料、予備審査料、新

規上場料、追加発行時又は追加信託時の追加

上場料及び年間上場料その他の上場に関する

料金を施行規則で定めるところにより支払う
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で定めるところにより支払うものとする。 ものとする。

（新証券の上場申請） （新証券の上場申請）

第１３０９条 上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人が当取引所

に上場していない新たなベンチャーファンド

の上場を申請する場合には、当該上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人又はベンチャーファンド資産運用会

社が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。

第１３０９条 上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人が当取引所

に上場していない新たなベンチャーファンド

の上場を申請する場合には、当該上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人及びベンチャーファンド資産運用会

社（以下「上場ベンチャーファンド発行者等」

という。）が当取引所所定の「有価証券上場

申請書」を提出するものとする。

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人又はベンチャーファン

ド資産運用会社は、新たにベンチャーファン

ドを発行する場合には、原則として、その発

行に先立ちその都度前項の上場申請の手続を

とるものとする。

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、新た

にベンチャーファンドを発行する場合には、

原則として、その発行に先立ちその都度前項

の上場申請の手続をとるものとする。

３ （略） ３ （略）

（変更上場申請） （変更上場申請）

第１３１１条 上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人及びベンチ

ャーファンド資産運用会社（以下「上場ベン

チャーファンド発行者等」という。）が、当

該ベンチャーファンドの銘柄、数量等を変更

しようとする場合は、当該上場ベンチャーフ

ァンド発行者等のうちいずれかの者が当取引

所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出

するものとする。

第１３１１条 上場ベンチャーファンド発行者

等が、当該ベンチャーファンドの銘柄、数量

等を変更しようとする場合は、当取引所所定

の「有価証券変更上場申請書」を提出するも

のとする。

２ （略） ２ （略）

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示）

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示）

第１３１２条 （略） 第１３１２条 （略）

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の ２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の
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各号のいずれかに該当する場合（第１号及び

第３号に掲げる事項にあっては、施行規則で

定める基準に該当するものその他の投資者の

投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引

所が認めるものを除く。）は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示し

なければならない。

各号のいずれかに該当する場合（第１号及び

第３号に掲げる事項にあっては、施行規則で

定める基準に該当するものその他の投資者の

投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引

所が認めるものを除く。）は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示し

なければならない。

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が次のａから

ｎまでに掲げる事項のいずれかを行うこと

についての決定をした場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場合を含

む。）

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が次のａから

ｍまでに掲げる事項のいずれかを行うこと

についての決定をした場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場合を含

む。）

ａ～ｌ （略） ａ～ｌ （略）

ｍ 投資信託法第１３６条第２項の規定に

基づき、損失の全部又は一部を出資総額

等から控除すること。

（新設）

ｎ ａから前ｍまでに掲げる事項のほか、

上場ベンチャーファンド又は上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事項であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

ｍ ａから前ｌまでに掲げる事項のほか、

上場ベンチャーファンド又は上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事項であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人に、次のａか

らｋまでに掲げる事実のいずれかが発生し

た場合

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人に、次のａか

らｊまでに掲げる事実のいずれかが発生し

た場合

ａ～ｉ （略） ａ～ｉ （略）

ｊ 投資主による投資証券の発行の差止め

の請求

（新設）

ｋ ａから前ｊに掲げる事実のほか、上場

ベンチャーファンド又は上場ベンチャー

ファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人の運営、業務若しくは財産に関

する重要な事実であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの

ｊ ａから前ｉに掲げる事実のほか、上場

ベンチャーファンド又は上場ベンチャー

ファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人の運営、業務若しくは財産に関

する重要な事実であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの
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（書類の提出等） （書類の提出等）

第１３１３条 上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人が当取引所

に対して行う書類の提出等については、施行

規則で定めるところによる。

第１３１３条 上場ベンチャーファンド発行者

等が当取引所に対して行う書類の提出等につ

いては、施行規則で定めるところによる。

２ （略） ２ （略）

（新証券の上場申請） （新証券の上場申請）

第１４０７条 上場カントリーファンドに係る

カントリーファンド発行投資法人が当取引所

に上場していない新たなカントリーファンド

の上場を申請する場合には、当該上場カント

リーファンドに係るカントリーファンド発行

投資法人又はカントリーファンド資産運用会

社が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。

第１４０７条 上場カントリーファンドに係る

カントリーファンド発行投資法人が当取引所

に上場していない新たなカントリーファンド

の上場を申請する場合には、当該上場カント

リーファンドに係るカントリーファンド発行

投資法人及びカントリーファンド資産運用会

社（以下「上場カントリーファンド発行者等」

という。）が当取引所所定の「有価証券上場

申請書」を提出するものとする。

２ 上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人又はカントリーファン

ド資産運用会社は、新たにカントリーファン

ドを発行する場合には、原則として、その発

行に先立ちその都度前項の上場申請の手続を

とるものとする。

２ 上場カントリーファンド発行者等は、新た

にカントリーファンドを発行する場合には、

原則として、その発行に先立ちその都度前項

の上場申請の手続をとるものとする。

３ （略） ３ （略）

（新証券の上場） （新証券の上場）

第１４０８条 前条の規定により上場申請があ

った場合には、次の各号に掲げるところによ

り原則として上場を承認するものとする。

第１４０８条 前条の規定により上場申請があ

った場合には、次の各号に掲げるところによ

り原則として上場を承認するものとする。こ

の場合における取扱いは施行規則で定める。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（変更上場申請） （変更上場申請）

第１４０９条 上場カントリーファンドに係る

カントリーファンド発行投資法人及びカント

第１４０９条 上場カントリーファンド発行者

等が、当該上場カントリーファンドの銘柄、



25

リーファンド資産運用会社（以下「上場カン

トリーファンド発行者等」という。）が、当

該上場カントリーファンドの銘柄、数量等を

変更しようとする場合は、当該上場カントリ

ーファンド発行者等のうちいずれかの者が当

取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を

提出するものとする。

数量等を変更しようとする場合は、当取引所

所定の「有価証券変更上場申請書」を提出す

るものとする。

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年１２月１日か

ら施行する。

２ 改正後の第１２０５条第２号ｇ及びｈの規

定は、この改正規定施行の日以後に新規上場

申請を行う者から適用する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（保管振替機構等の規則の適用） （保管振替機構等の規則の適用）

第２６条 内国株券（内国法人の発行する株券、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）、投資信託受

益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）

及び投資証券をいう。以下同じ。）、内国法人

の発行する新株予約権証券、新投資口予約権証

券、受益証券発行信託の受益証券又は転換社債

型新株予約権付社債券（機構非取扱転換社債型

新株予約権付社債券を除く。）の売買の受託に

関する契約については、この準則に定めるもの

のほか、保管振替機構が定める株式等の振替に

関する業務規程に基づき取引参加者と顧客との

間で締結される契約によるものとする。

第２６条 内国株券（内国法人の発行する株券、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）、投資信託受

益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）

及び投資証券をいう。以下同じ。）、内国法人

の発行する新株予約権証券、受益証券発行信託

の受益証券又は転換社債型新株予約権付社債券

（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を

除く。）の売買の受託に関する契約については、

この準則に定めるもののほか、保管振替機構が

定める株式等の振替に関する業務規程に基づき

取引参加者と顧客との間で締結される契約によ

るものとする。

２～４ （略） ２～４ （略）

（口座振替による受渡し） （口座振替による受渡し）

第２７条 取引参加者は、顧客から内国株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、新投資口予

約権証券、債券（国債証券及び機構非取扱転換

社債型新株予約権付社債券を除く。）又は受益

証券発行信託の受益証券の売買の委託を受けた

ときは、当該顧客のために社債、株式等の振替

に関する法律（平成１３年法律第７５号。以下

「振替法」という。）に基づく口座を設定し、

売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、

その口座との間の振替により行うものとする。

ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間

の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、

この限りでない。

第２７条 取引参加者は、顧客から内国株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、債券（国債

証券及び機構非取扱転換社債型新株予約権付社

債券を除く。）又は受益証券発行信託の受益証

券の売買の委託を受けたときは、当該顧客のた

めに社債、株式等の振替に関する法律（平成１

３年法律第７５号。以下「振替法」という。）

に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係

る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替

により行うものとする。ただし、振替法に基づ

く顧客の他の口座との間の振替により有価証券

の受渡しを行う場合は、この限りでない。

２・３ （略） ２・３ （略）

（株式分割等による株式を受ける権利等が付与 （株式分割等による株式を受ける権利等が付与
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された場合の有価証券の弁済） された場合の有価証券の弁済）

第４９条 株式分割等による株式を受ける権利

（株式分割による株式を受ける権利、株式無償

割当てによる株式を受ける権利及び会社分割に

よる株式を受ける権利をいう。）、新株予約権

（新投資口予約権、募集株式の割当てを受ける

権利並びに優先出資、新受益権及び外国株預託

証券に表示される権利の割当てを受ける権利を

含む。）又は新株予約権の割当てを受ける権利

（以下「株式分割等による株式を受ける権利等」

という。）が付与された有価証券についての信

用取引による有価証券の貸付けの弁済期日が、

当該株式分割等による株式を受ける権利等の割

当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券

（投資信託受益証券及び投資証券を含む。）を

もってこれを行うものとする。

第４９条 株式分割等による株式を受ける権利

（株式分割による株式を受ける権利、株式無償

割当てによる株式を受ける権利及び会社分割に

よる株式を受ける権利をいう。）、新株予約権

（募集株式の割当てを受ける権利並びに優先出

資、新受益権及び外国株預託証券に表示される

権利の割当てを受ける権利を含む。以下同じ。）

又は新株予約権の割当てを受ける権利（以下「株

式分割等による株式を受ける権利等」という。）

が付与された有価証券についての信用取引によ

る有価証券の貸付けの弁済期日が、当該株式分

割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日

となるものの弁済は、権利落の株券（投資信託

受益証券及び投資証券を含む。）をもってこれ

を行うものとする。

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（この章の目的） （この章の目的）

第３条 株券（新株予約権証券、出資証券（金

融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第

２条第１項第６号に掲げる有価証券をいう。

以下同じ。）、優先出資証券（協同組織金融

機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受

益証券（外国投資信託の受益証券をいう。以

下同じ。）、投資証券、新投資口予約権証券、

外国投資証券、外国株預託証券（外国法人の

発行する株券に係る権利を表示する預託証券

をいう。以下同じ。）、受益証券発行信託の

受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券

（外国法人の発行する証券又は証書で受益証

券発行信託の受益証券の性質を有するものを

いう。以下同じ。）を含む。第６条第２号を

除き、以下同じ。）及び転換社債型新株予約

権付社債券（新株予約権付社債券のうち、新

株予約権の行使に際してする出資の目的が当

該新株予約権付社債券に係る社債であるもの

をいい、外国法人の発行するものを除く。以

下同じ。）に係るＴｏＳＴＮｅＴ取引につい

ては、この章の定めるところによる。

第３条 株券（新株予約権証券、出資証券（金

融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第

２条第１項第６号に掲げる有価証券をいう。

以下同じ。）、優先出資証券（協同組織金融

機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受

益証券（外国投資信託の受益証券をいう。以

下同じ。）、投資証券、外国投資証券、外国

株預託証券（外国法人の発行する株券に係る

権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。）、

受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券

発行信託の受益証券（外国法人の発行する証

券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の

性質を有するものをいう。以下同じ。）を含

む。第６条第２号を除き、以下同じ。）及び

転換社債型新株予約権付社債券（新株予約権

付社債券のうち、新株予約権の行使に際して

する出資の目的が当該新株予約権付社債券に

係る社債であるものをいい、外国法人の発行

するものを除く。以下同じ。）に係るＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引については、この章の定めると

ころによる。

２ （略） ２ （略）

（単一銘柄取引等の定義） （単一銘柄取引等の定義）

第４条 （略） 第４条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ この章において自己株式立会外買付取引と

は、この章に定めるところに従って上場会社

又は上場投資法人（上場不動産投資信託証券

の発行者である投資法人をいう。）が行う次

４ この章において自己株式立会外買付取引と

は、この章に定めるところに従って上場会社

が行う会社法（平成１７年法律第８６号）第

１５６条第１項（同法第１６３条及び同法第
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の各号に掲げるＴｏＳＴＮｅＴ取引をいう。 １６５条第３項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定又はこれに相当す

る外国の法令の規定（当該上場会社が外国会

社である場合に限る。）による自己の株式の

取得のためのＴｏＳＴＮｅＴ取引をいう。

（１） 会社法（平成１７年法律第８６号）

第１５６条第１項（同法第１６３条及び同

法第１６５条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定又はこれ

に相当する外国の法令の規定（当該上場会

社が外国会社である場合に限る。）による

自己の株式の取得のためのＴｏＳＴＮｅＴ

取引

（新設）

（２） 投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和２６年法律第１９８号）第８０条の

２第１項（同法第８０条の５第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定による自己の投資口の取得のための

ＴｏＳＴＮｅＴ取引

（新設）

（単一銘柄取引等の対象有価証券） （単一銘柄取引等の対象有価証券）

第６条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引は、次の各号に掲

げる取引の区分に従い、当該各号に定める有

価証券について行うものとする。

第６条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引は、次の各号に掲

げる取引の区分に従い、当該各号に定める有

価証券について行うものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 自己株式立会外買付取引 （２） 自己株式立会外買付取引

株券及び投資証券 株券

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。
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特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（売買単位） （売買単位）

第１２条 売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

第１２条 売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

（１） 株券（新株予約権証券（法第２条第１

項第９号に掲げる新株予約権証券をいう。以

下同じ。）を含む。）

ａ 内国法人が発行者であるものは、１００

株（新株予約権証券については、新株予約

権１個を１株とする。以下この号において

同じ。）とする。ただし、当取引所が特に

指定した銘柄については当取引所がその都

度定める単位とする。

ｂ （略）

（１） 株券（新株予約権証券（法第２条第１

項第９号に掲げる新株予約権証券をいう。以

下同じ。）を含む。）

ａ 内国法人が発行者であるものは、１００

株とする。ただし、当取引所が特に指定し

た銘柄については当取引所がその都度定め

る単位とする。

ｂ （略）

（２） 優先出資証券（法第２条第１項第７号

に掲げる優先出資証券をいう。）、投資信託

受益証券（法第２条第１項第１０号に掲げる

投資信託の受益証券をいう。）、投資証券（法

第２条第１項第１１号に掲げる投資証券をい

う。）、新投資口予約権証券（法第２条第１

項第１１号に掲げる新投資口予約権証券をい

う。）及び内国商品信託受益証券（特定の商

品（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第２条第１項に規定する商品をいう。）

の価格に連動することを目的として、主とし

て当該特定の商品をその信託財産とする受益

証券発行信託の受益証券をいう。）は、１口

（新投資口予約権については、新投資口予約

権１個を１口とする。）とする。ただし、当

取引所が特に指定した銘柄については、当取

引所がその都度定める口数とする。

（２） 優先出資証券（法第２条第１項第７号

に掲げる優先出資証券をいう。）、投資信託

受益証券（法第２条第１項第１０号に掲げる

投資信託の受益証券をいう。）、投資証券（法

第２条第１項第１１号に掲げる投資証券をい

う。）及び内国商品信託受益証券（特定の商

品（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第２条第１項に規定する商品をいう。）

の価格に連動することを目的として、主とし

て当該特定の商品をその信託財産とする受益

証券発行信託の受益証券をいう。）は、１口

とする。ただし、当取引所が特に指定した銘

柄については、当取引所がその都度定める口

数とする。

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）
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付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 この特例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この特例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 株券等 次のａからｍまでに掲げる有

価証券をいう。

（３） 株券等 次のａからｍまでに掲げる有

価証券をいう。

ａ～ｉ （略） ａ～ｉ （略）

ｉの２ 新投資口予約権証券（法第２条第１

項第１１号に掲げる新投資口予約権証券を

いう。）

（新設）

ｊ 外国投資証券（法第２条第１項第１１号

に掲げる外国投資証券をいう。）のうちｉ

及び前ｉの２に掲げる有価証券に類する証

券

ｊ 外国投資証券（法第２条第１項第１１号

に掲げる外国投資証券をいう。）のうち前

ｉに掲げる有価証券に類する証券

ｋ～ｍ （略） ｋ～ｍ （略）

（４）～（４８） （略） （４）～（４８） （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（売買の取消し） （売買の取消し）

第１３条 規程第１３条第１項の規定により行う

売買の取消しは、次の各号に定めるところによ

る。

第１３条 規程第１３条第１項の規定により行う

売買の取消しは、次の各号に定めるところによ

る。

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａからｃまで

に定める数量又は金額を超える売買が成立

し、当該売買の決済が極めて困難である場合

には、規程第２９条第５号の規定により売買

が停止された時、ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関す

る業務規程及び受託契約準則の特例第１９条

第５号の規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買が停止された時又は規程第７７条の２

の規定により当該過誤のある注文について公

表された時のいずれか早い時から、原則とし

て６０分を経過するまでの間に限り、当取引

所の定める様式により、売買の取消しの申請

を行うことができる。

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａからｃまで

に定める数量又は金額を超える売買が成立

し、当該売買の決済が極めて困難である場合

には、規程第２９条第５号の規定により売買

が停止された時、ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関す

る業務規程及び受託契約準則の特例第１９条

第５号の規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買が停止された時又は規程第７７条の２

の規定により当該過誤のある注文について公

表された時のいずれか早い時から、原則とし

て６０分を経過するまでの間に限り、当取引

所の定める様式により、売買の取消しの申請

を行うことができる。

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券、投資証券及び新投

資口予約権証券をいう。以下同じ。）及び内

国商品信託受益証券

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券及び投資証券をいう。

以下同じ。）及び内国商品信託受益証券

   第２２条第１項第１号に定める数量に２

を乗じて得た数量（当該売買の決済を特に

困難とする状況が認められる場合にあって

は、同号に定める数量）

   第２２条第１項第１号に定める数量に２

を乗じて得た数量（当該売買の決済を特に

困難とする状況が認められる場合にあって

は、同号に定める数量）

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略）

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合） （取消しの可能性の周知が必要と認める場合）

第２２条 規程第２９条第５号に掲げる場合の売

買の停止は、原則として、過誤のある注文によ

り、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、

当該各号に定める数量又は金額を超える売買が

成立した場合に行うものとする。

第２２条 規程第２９条第５号に掲げる場合の売

買の停止は、原則として、過誤のある注文によ

り、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、

当該各号に定める数量又は金額を超える売買が

成立した場合に行うものとする。
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（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券 （１） 内国株券及び内国商品信託受益証券

上場株式数（新株予約権証券の場合は上場

新株予約権個数をいい、出資証券の場合は上

場出資口数をいい、優先出資証券の場合は上

場優先出資口数をいい、投資信託受益証券及

び内国商品信託受益証券の場合は上場受益権

口数をいい、投資証券の場合は上場投資口口

数をいい、新投資口予約権証券の場合は上場

新投資口予約権個数をいう。）の１０％に相当

する数量

上場株式数（出資証券の場合は上場出資口

数をいい、優先出資証券の場合は上場優先出

資口数をいい、投資信託受益証券及び内国商

品信託受益証券の場合は上場受益権口数をい

い、投資証券の場合は上場投資口口数をい

う。）の１０％に相当する数量

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

２ （略） ２ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（株券の制限値幅） （株券の制限値幅）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、新株

予約権証券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値

の制限値幅に新株予約権の行使により交付され

る株数を乗じて算出した値幅とし、新投資口予

約権証券の呼値の制限値幅は、旧投資証券の呼

値の制限値幅に新投資口予約権の行使により交

付される口数を乗じて算出した値幅とする。

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、新株

予約権証券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値

の制限値幅に新株予約権の行使により交付され

る株数を乗じて算出した値幅とする。

６ （略） ６ （略）

（基準値段） （基準値段）

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の基準

値段は、次の各号に定めるところによる。

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の基準

値段は、次の各号に定めるところによる。

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券、投資証券及び新投資

口予約権証券をいう。以下同じ。）及び内国商

品信託受益証券

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資証

券、投資信託受益証券及び投資証券をいう。

以下同じ。）及び内国商品信託受益証券

  前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼

値に関する規則第１０条の規定により特別気

配表示された最終特別気配値段及び同第１１

条の規定により連続約定気配表示された最終

連続約定気配値段を含む。以下同じ。）とし、

前日に約定値段（同第１０条の規定により特

別気配表示された特別気配値段を含む。）がな

い場合その他当取引所が当該最終値段による

ことが適当でないと認める場合は、当取引所

がその都度定める。ただし、業務規程第２５

条第１項の規定により定める株券の配当落等

の期日（以下「配当落等の期日」という。）、

同第２５条の２の規定により定める株式併合

後の株券の売買開始の期日又は同第２６条の

規定により定める取得対価の変更期日の基準

値段は、別表「基準値段算出に関する表」に

  前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼

値に関する規則第１０条の規定により特別気

配表示された最終特別気配値段及び同第１１

条の規定により連続約定気配表示された最終

連続約定気配値段を含む。以下同じ。）とし、

前日に約定値段（同第１０条の規定により特

別気配表示された特別気配値段を含む。）がな

い場合その他当取引所が当該最終値段による

ことが適当でないと認める場合は、当取引所

がその都度定める。ただし、業務規程第２５

条第１項の規定により定める株券の配当落等

の期日（以下「配当落等の期日」という。）、

同第２５条の２の規定により定める株式併合

後の株券の売買開始の期日又は同第２６条の

規定により定める取得対価の変更期日の基準

値段は、別表「基準値段算出に関する表」に
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より算出した値段とする。 より算出した値段とする。

（２）～（５） （２）～（５）

２～４ （略） ２～４ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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取引参加料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加料金） （取引参加料金）

第３条 （略） 第３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所の

市場における株券等（内国株券（出資証券、優先

出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券を含

む。）、新株予約権証券、新投資口予約権証券、外

国株券（外国投資信託受益証券、外国投資証券及

び外国株預託証券を含む。）、受益証券発行信託の

受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券、転

換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を

いう。以下同じ。）の売買に係る注文の件数の区

分に応じて定める額とし、当該区分及び額は別表

第３に定めるとおりとする。

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所の

市場における株券等（内国株券（出資証券、優先

出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券を含

む。）、新株予約権証券、外国株券（外国投資信託

受益証券、外国投資証券及び外国株預託証券を含

む。）、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証

券発行信託の受益証券、転換社債型新株予約権付

社債券及び交換社債券をいう。以下同じ。）の売

買に係る注文の件数の区分に応じて定める額と

し、当該区分及び額は別表第３に定めるとおりと

する。

５～９ （略） ５～９ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施行

する。

別表第２

取引料の算出の基準及び取引料率

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準及

び取引料率は、次のとおりとする。

取引対象の区分
算出の

基準
取引料率

株券等（内国株券

（出資証券、優先

出資証券、投資信

託の受益証券及び

投資証券を含

む。）、新株予約

権証券、新投資口

予約権証券、外国

株券（外国投資信

（略） （略）

別表第２

取引料の算出の基準及び取引料率

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準及

び取引料率は、次のとおりとする。

取引対象の区分
算出の

基準
取引料率

株券等（内国株券

（出資証券、優先

出資証券、投資信

託の受益証券及び

投資証券を含

む。）、新株予約

権証券、外国株券

（外国投資信託受

益証券、外国投資

（略） （略）
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託受益証券、外国

投資証券及び外国

株預託証券を含

む。）、受益証券

発行信託の受益証

券、外国受益証券

発行信託の受益証

券、転換社債型新

株予約権付社債券

及び交換社債券を

含む。）（ＪＡＳ

ＤＡＱに上場する

株券等（出資証券

を除く。以下同

じ。）を除く。）

（略） （略） （略）

０

証券及び外国株預

託証券を含む。）、

受益証券発行信託

の受益証券、外国

受益証券発行信託

の受益証券、転換

社債型新株予約権

付社債券及び交換

社債券を含む。）

（ＪＡＳＤＡＱに

上場する株券等

（出資証券を除

く。以下同じ。）

を除く。）

（略） （略） （略）
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取引参加者における上場適格性調査体制等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 （略） 第１条 （略）

２ 前項の上場適格性調査体制等の整備は、幹

事取引参加者等が社内規則の制定その他の必

要な措置を講じることにより、当取引所の取

引参加者として当取引所の市場への上場の適

格性に関する調査及び増資又は投資口の発行

（以下「増資等」という。）の合理性に係る

審査の水準を維持・向上し、もって当取引所

及び取引参加者の信用を確保し、公益及び投

資者の保護に資することを目的とする。

２ 前項の上場適格性調査体制等の整備は、幹

事取引参加者等が社内規則の制定その他の必

要な措置を講じることにより、当取引所の取

引参加者として当取引所の市場への上場の適

格性に関する調査及び増資の合理性に係る審

査の水準を維持・向上し、もって当取引所及

び取引参加者の信用を確保し、公益及び投資

者の保護に資することを目的とする。

第３章 増資等の合理性に係る審査体制 第３章 増資の合理性に係る審査体制

（増資等の合理性に係る審査の実施） （増資の合理性に係る審査の実施）

第１１条 有価証券上場規程第３０４条第１項

第２号ａに規定する増資の合理性に係る審査

を行う取引参加者（以下この項において「審

査取引参加者」という。）は、新株予約権証

券の上場申請を行おうとする又は行った者及

びその企業グループについて、上場会社が将

来にわたって投資者の期待に応えられるか否

か、資本市場における資金調達としてふさわ

しいか否か及び上場会社の情報開示が適切に

行われているか否かの観点から、次の各号に

掲げる事項についての厳正な審査を行うもの

とする。

（１）～（７） （略）

第１１条 有価証券上場規程第３０４条第１項

第２号ａに規定する増資の合理性に係る審査

を行う取引参加者（以下「審査取引参加者」

という。）は、新株予約権証券の上場申請を

行おうとする又は行った者及びその企業グル

ープについて、上場会社が将来にわたって投

資者の期待に応えられるか否か、資本市場に

おける資金調達としてふさわしいか否か及び

上場会社の情報開示が適切に行われているか

否かの観点から、次の各号に掲げる事項につ

いての厳正な審査を行うものとする。

（１）～（７） （略）

２ 有価証券上場規程第１２１１条第１項第２

号ａに規定する投資口の発行の合理性に係る

審査を行う取引参加者（以下この項において

「審査取引参加者」という。）は、新投資口

予約権証券の上場申請を行おうとする又は行

（新設）
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った者について、上場投資法人が将来にわた

って投資者の期待に応えられるか否か、資本

市場における資金調達としてふさわしいか否

か及び上場不動産投資信託証券の発行者等に

よる情報開示が適切に行われているか否かの

観点から、次の各号に掲げる事項について当

該各号に定める事項を踏まえた厳正な審査を

行うものとする。

（１） 適格性

反社会的勢力への該当性及び反社会的勢

力との関係の有無

（２） 組入予定物件の投資方針との適合状

況

ａ 投資方針

ｂ 組入物件の内容

ｃ 取得価格及び取得の経緯

（３） 投資法人及び物件の収益見通し

ａ 財政状態及び運用成績

ｂ 利益計画の策定根拠の妥当性

ｃ 成長性及び安定性

ｄ 公表された利益計画の達成状況

（４） 適正な開示及び調達する資金の使途

ａ ファンドの状況、物件情報、投資リス

ク等、開示内容の適正性、開示範囲の十

分性及び開示表現の妥当性

ｂ 調達する資金の使途の適切な開示

ｃ 過去に調達した資金の充当状況

ｄ 直近営業期間の末日以降の状況の適切

な開示

（５） 価格等の動向

ａ 投資証券の価格の推移

ｂ 投資証券の売買高の推移

ｃ 投資証券の流動性を踏まえた発行数量

の妥当性

（６） その他審査取引参加者が必要と認め

る事項
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（社内記録の作成、保存） （社内記録の作成、保存）

第１２条 審査取引参加者（前条第１項及び第

２項に規定する取引参加者をいう。以下同

じ。）は、上場申請を行った者に対する増資

等の合理性に係る審査について、次の各号に

掲げる社内記録を作成し、上場申請日から５

年間当該記録及び記録作成の基となる資料及

び情報を保存するものとする。

第１２条 審査取引参加者は、上場申請を行っ

た者に対する増資の合理性に係る審査につい

て、次の各号に掲げる社内記録を作成し、上

場申請日から５年間当該記録及び記録作成の

基となる資料及び情報を保存するものとす

る。

（１） 増資等の合理性に係る審査において

収集した資料及び情報（増資等の合理性に

係る審査の結果に影響を及ぼすと認められ

るものに限る。）並びに当該資料及び情報

に対する分析及び評価の内容に係る記録

（１） 増資の合理性に係る審査において収

集した資料及び情報（増資の合理性に係る

審査の結果に影響を及ぼすと認められるも

のに限る。）並びに当該資料及び情報に対

する分析及び評価の内容に係る記録

（２） 増資等の合理性に係る審査の結果の

形成過程に係る記録

（２） 増資の合理性に係る審査の結果の形

成過程に係る記録

（増資等の合理性に係る審査の独立性の確

保）

（増資の合理性に係る審査の独立性の確保）

第１３条 審査取引参加者は、次の各号に適合

する組織体制を整備するものとする。ただし、

審査取引参加者が増資等の合理性に係る審査

において独立した意見形成を行うことができ

る体制を実質的に構築しているものと当取引

所が認める場合は、この限りでない。

第１３条 審査取引参加者は、次の各号に適合

する組織体制を整備するものとする。ただし、

審査取引参加者が増資の合理性に係る審査に

おいて独立した意見形成を行うことができる

体制を実質的に構築しているものと当取引所

が認める場合は、この限りでない。

（１） 増資等の合理性に係る審査を行う部

門（以下「増資合理性審査部門」という。）

を設置すること。

（１） 増資の合理性に係る審査を行う部門

（以下「増資合理性審査部門」という。）

を設置すること。

（２） 増資合理性審査部門において増資等

の合理性に係る審査を行う担当者は、上場

案件等を獲得するための営業推進業務及び

上場を申請する者に対する指導業務に携わ

らないこと。

（２） 増資合理性審査部門において増資の

合理性に係る審査を行う担当者は、上場案

件等を獲得するための営業推進業務及び上

場を申請する者に対する指導業務に携わら

ないこと。

（３） （略） （３） （略）

（社内規則等の制定） （社内規則等の制定）
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第１４条 審査取引参加者は、増資等の合理性

に係る審査の実施及び増資合理性審査部門に

よる独立した意見形成のために必要な事項を

定めた社内規則等を整備するものとする。

第１４条 審査取引参加者は、増資の合理性に

係る審査の実施及び増資合理性審査部門によ

る独立した意見形成のために必要な事項を定

めた社内規則等を整備するものとする。

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。
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取引の信義則に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（安定操作取引に関する行為） （安定操作取引に関する行為）

第７条 第３条第４号に規定する安定操作取引に

関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に

掲げる行為をいうものとする。

第７条 第３条第４号に規定する安定操作取引に

関する行為とは、取引参加者が行う次の各号に

掲げる行為をいうものとする。

（１） 募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役

員又は従業員に対する新株予約権の発行その

他のストック・オプションと認められるもの

の付与に係る募集又は売出しを除く。）に係る

有価証券（時価又は時価に近い一定の価格に

より株券が発行され若しくは移転される新株

予約権を表示する新株予約権証券（以下「時

価新株予約権証券」という。）又は当該新株予

約権を付与されている新株予約権付社債券

（以下「時価新株予約権付社債券」という。）

以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は

時価に近い一定の価格により発行する優先出

資証券（協同組織金融機関の発行する優先出

資証券をいう。以下同じ。）以外の優先出資証

券及び時価又は時価に近い一定の価格により

投資証券が発行される新投資口予約権を表示

する新投資口予約権証券（以下「時価新投資

口予約権証券」という。）以外の新投資口予約

権証券を除く。）の発行者が発行する上場株券

（時価新株予約権証券の募集又は売出しの場

合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出

しの場合には上場株券又は上場時価新株予約

権付社債券）、上場優先出資証券若しくは上場

投資証券（時価新投資口予約権証券の募集又

は売出しの場合には上場投資証券又は上場時

価新投資口予約権証券）（以下「上場株券等」

という。）又は上場投資信託受益証券（投資信

託の受益証券をいう。以下同じ。）について、

安定操作取引（施行令第２０条第１項に規定

する安定操作取引をいう。以下同じ。）をする

ことができる期間（施行令第２２条第２項か

（１） 募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役

員又は従業員に対する新株予約権の発行その

他のストック・オプションと認められるもの

の付与に係る募集又は売出しを除く。）に係る

有価証券（時価又は時価に近い一定の価格に

より株券が発行され若しくは移転される新株

予約権を表示する新株予約権証券（以下「時

価新株予約権証券」という。）又は当該新株予

約権を付与されている新株予約権付社債券

（以下「時価新株予約権付社債券」という。）

以外の新株予約権証券又は社債券及び時価又

は時価に近い一定の価格により発行する優先

出資証券（協同組織金融機関の発行する優先

出資証券をいう。以下同じ。）以外の優先出資

証券を除く。）の発行者が発行する上場株券

（時価新株予約権証券の募集又は売出しの場

合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出

しの場合には上場株券又は上場時価新株予約

権付社債券）、上場優先出資証券若しくは上場

投資証券（以下「上場株券等」という。）又は

上場投資信託受益証券（投資信託の受益証券

をいう。以下同じ。）について、安定操作取引

（施行令第２０条第１項に規定する安定操作

取引をいう。以下同じ。）をすることができる

期間（施行令第２２条第２項から第４項まで

に規定する安定操作期間をいう。以下「安定

操作期間」という。）内において執行する条件

の買付けに関して行う次に掲げる行為（有価

証券の売買に係る法第２条第２１項第３号に

掲げる取引における権利行使により成立する

有価証券の買付けの受託を除く。）



44

ら第４項までに規定する安定操作期間をい

う。以下「安定操作期間」という。）内におい

て執行する条件の買付けに関して行う次に掲

げる行為（有価証券の売買に係る法第２条第

２１項第３号に掲げる取引における権利行使

により成立する有価証券の買付けの受託を除

く。）

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）

（２） 安定操作取引が最初に行われた時から

安定操作期間の末日までの間において、当該

安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を

表示しないで行う次に掲げる行為（有価証券

の売買に係る法第２条第２１項第３号に掲げ

る取引における権利行使により成立する有価

証券の買付けの受託を除く。）

（２） 安定操作取引が最初に行われた時から

安定操作期間の末日までの間において、当該

安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を

表示しないで行う次に掲げる行為（有価証券

の売買に係る法第２条第２１項第３号に掲げ

る取引における権利行使により成立する有価

証券の買付けの受託を除く。）

ａ 当該有価証券の発行者が発行する株券、

優先出資証券、時価新株予約権証券、投資

証券、時価新投資口予約権証券又は時価新

株予約権付社債券（安定操作取引に係る有

価証券が投資信託受益証券である場合にあ

っては、当該投資信託受益証券）について

買付けの受託又は売付け（金融商品取引業

者又は取引所取引許可業者からの買付けの

受託、金融商品取引業者又は取引所取引許

可業者への売付け及び有価証券等清算取次

ぎによる売付けを除く。）若しくはその売付

けに係る有価証券等清算取次ぎの委託

ａ 当該有価証券の発行者が発行する株券、

優先出資証券、時価新株予約権証券、投資

証券又は時価新株予約権付社債券（安定操

作取引に係る有価証券が投資信託受益証券

である場合にあっては、当該投資信託受益

証券）について買付けの受託又は売付け（金

融商品取引業者又は取引所取引許可業者か

らの買付けの受託、金融商品取引業者又は

取引所取引許可業者への売付け及び有価証

券等清算取次ぎによる売付けを除く。）若し

くはその売付けに係る有価証券等清算取次

ぎの委託

ｂ （略） ｂ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施

行する。
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（株式分割等による株式を受ける権利等） （株式分割等による株式を受ける権利等）

第４条 取引参加者は、制度信用取引を行ってい

る銘柄につき、株式分割等による株式を受ける

権利（株式分割（優先出資分割、受益権の分割

及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係る

これらと同じ性質を有するものを含む。以下同

じ。）による株式（優先出資、受益権及び投資

口並びに外国株預託証券に表示される権利を含

む。以下同じ。）を受ける権利、株式無償割当

て（外国株預託証券及び外国株信託受益証券に

係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下

同じ。）による株式を受ける権利及び会社分割

による株式を受ける権利をいう。以下同じ。）、

新株予約権（株主に割り当てられたものに限り、

新投資口予約権、株式の割当てを受ける権利並

びに優先出資、新受益権及び外国株預託証券に

表示される権利の割当てを受ける権利を含む。

以下同じ。）又は新株予約権の割当てを受ける

権利が付与された場合は、別表「権利処理価額

等の算出に関する表」により算出した当該株式

分割等による株式を受ける権利、新株予約権又

は新株予約権の割当てを受ける権利の価額（以

下「権利処理価額」という。）に相当する額の

金銭を当該銘柄の株式分割等による株式を受け

る権利、新株予約権又は新株予約権の割当てを

受ける権利の割当期日現在の信用買顧客に支払

い、信用売顧客から徴収する。

第４条 取引参加者は、制度信用取引を行ってい

る銘柄につき、株式分割等による株式を受ける

権利（株式分割（優先出資分割、受益権の分割

及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係る

これらと同じ性質を有するものを含む。以下同

じ。）による株式（優先出資、受益権及び投資

口並びに外国株預託証券に表示される権利を含

む。以下同じ。）を受ける権利、株式無償割当

て（外国株預託証券及び外国株信託受益証券に

係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下

同じ。）による株式を受ける権利及び会社分割

による株式を受ける権利をいう。以下同じ。）、

新株予約権（株主に割り当てられたものに限り、

株式の割当てを受ける権利並びに優先出資、新

受益権及び外国株預託証券に表示される権利の

割当てを受ける権利を含む。以下同じ。）又は

新株予約権の割当てを受ける権利が付与された

場合は、別表「権利処理価額等の算出に関する

表」により算出した当該株式分割等による株式

を受ける権利、新株予約権又は新株予約権の割

当てを受ける権利の価額（以下「権利処理価額」

という。）に相当する額の金銭を当該銘柄の株

式分割等による株式を受ける権利、新株予約権

又は新株予約権の割当てを受ける権利の割当期

日現在の信用買顧客に支払い、信用売顧客から

徴収する。

２～５ （略） ２～５ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から施行す

る。



46

有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

目次 目次

第１編～第４編 （略） 第１編～第４編 （略）

第５編 ＥＴＦ 第５編 ＥＴＦ

第１章 （略） 第１章 総則 （略）

第２章 ＥＴＦ（第１１０１条―第１１１８

条）

第２章 ＥＴＦ（第１１０１条―第１１１７

条）

第６編 （略） 第６編 （略）

付則 付則

別添 （略） 別添 （略）

別添様式 （略） 別添様式 （略）

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い）

第９３９条 （略） 第９３９条 （略）

２ 規程第９４５条第１項第１号ｄに規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいう。

２ 規程第９４５条第１項第１号ｄに規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいう。

（１） 監査報告書（最近１年間に終了する

事業年度又は連結会計年度の財務諸表等に

添付されるものを除く。次号において同

じ。）において、公認会計士等の「意見の

表明をしない」旨が記載されている場合で

あって、当該記載の理由が天災地変等、新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発

行者の責めに帰すべからざる事由によるも

のである場合

（１） 監査報告書（最近１年間に終了する

事業年度又は連結会計年度の財務諸表等に

添付されるものを除く。次号において同

じ。）において、公認会計士等の「意見の

表明をしない」旨が記載されている場合で

あって、当該記載の理由が天災地変等、新

規上場申請者の責めに帰すべからざる事由

によるものである場合

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

３～７ （略） ３～７ （略）

（第５編における定義） （第５編における定義）

第１００１条 （略） 第１００１条 （略）

２ 第２条の規定にかかわらず、この編におい

て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

２ 第２条の規定にかかわらず、この編におい

て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。
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（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 有価証券届出書 規程第１１０４条

第１項第２号ｅの（ａ）に規定する有価証

券届出書をいう。

（新設）

３ （略） ３ （略）

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い）

第１１０６条 （略） 第１１０６条 （略）

２ 規程第１１０４条第１項第２号ｅの（ｂ）

（同条第２項第１号、同条第３項第１号、同

条第４項第１号、同条第５項第１号又は同条

第６項による場合を含む。）に規定する施行

規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

２ 規程第１１０４条第１項第２号ｅの（ｂ）

（同条第２項第１号、同条第３項第１号、同

条第４項第１号、同条第５項第１号又は同条

第６項による場合を含む。）に規定する施行

規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１） 監査報告書（最近１年間（「最近」

の計算は、新規上場申請日の直前計算期間

又は直前営業期間の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下同じ。）に終了する計算期

間又は営業期間の財務諸表等に添付される

ものを除く。）において、公認会計士等の

「意見の表明をしない」旨が記載されてい

る場合であって、当該記載の理由が天災地

変等、ＥＴＦの新規上場を申請した者の責

めに帰すべからざる事由によるものである

場合

（１） 監査報告書（最近１年間（「最近」

の計算は、新規上場申請日の直前計算期間

又は直前営業期間の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下同じ。）に終了する計算期

間又は営業期間の財務諸表等に添付される

ものを除く。）において、公認会計士等の

「意見の表明をしない」旨が記載されてい

る場合であって、当該記載の理由が天災地

変等、新規上場申請者の責めに帰すべから

ざる事由によるものである場合

（２） （略） （２） （略）

３～７ （略） ３～７ （略）

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１１１０条 （略） 第１１１０条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国

ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券と

する外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）に係

る管理会社は、次の各号に掲げる書類を、当

該各号に定めるところにより、当取引所に提

５ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国

ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券と

する外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）に係

る管理会社は、次の各号に掲げる書類を、当

該各号に定めるところにより、当取引所に提
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出するものとする。ただし、規程第１１０７

条の規定に基づき行う情報の開示により、当

取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が

十分に開示されていると認められる場合であ

って、当取引所が適当と認めるときは、当該

書類の提出を要しないものとする。この場合

において、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第

１号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

出するものとする。ただし、規程第１１０７

条の規定に基づき行う情報の開示により、当

取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が

十分に開示されていると認められる場合であ

って、当取引所が適当と認めるときは、当該

書類の提出を要しないものとする。この場合

において、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第

１号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

（１）～（１）の４ （略） （１）～（１）の４ （略）

（２） 上場ＥＴＦに係る収益分配金又は信

託財産に係る給付金の見込金額を記載した

書面

（２） 上場ＥＴＦに係る収益分配金又は信

託財産に係る給付金の見込金額を記載した

書面

計算期間の末日（当該収益分配金又は当

該給付金を受ける者を確定するための期日

として計算期間の末日と異なる日を定める

外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券に

あっては、当該異なる日。以下この号にお

いて同じ。）の３日前（休業日を除外する。）

の日（計算期間の末日が休業日に当たると

きは、計算期間の末日の４日前（休業日を

除外する。）の日）

計算期間の末日（当該収益分配金又は当

該給付金を受ける者を確定するための期日

として計算期間の末日と異なる日を定める

外国ＥＴＦにあっては、当該異なる日。以

下この号において同じ。）の３日前（休業

日を除外する。）の日（計算期間の末日が

休業日に当たるときは、計算期間の末日の

４日前（休業日を除外する。）の日）

６ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国

ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券と

する外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）に係

る外国投資法人は、次の各号に掲げる書類を、

当該各号に定めるところにより、当取引所に

提出するものとする。ただし、規程第１１０

７条の規定に基づき行う情報の開示により、

当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容

が十分に開示されていると認められる場合で

あって、当取引所が適当と認めるときは、当

該書類の提出を要しないものとする。

６ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国

ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券と

する外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）に係

る外国投資法人は、次の各号に掲げる書類を、

当該各号に定めるところにより、当取引所に

提出するものとする。ただし、規程第１１０

７条の規定に基づき行う情報の開示により、

当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容

が十分に開示されていると認められる場合で

あって、当取引所が適当と認めるときは、当

該書類の提出を要しないものとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 上場ＥＴＦに係る分配金又は信託財

産に係る給付金の見込金額を記載した書面

（４） 上場ＥＴＦに係る分配金又は信託財

産に係る給付金の見込金額を記載した書面
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営業期間又は計算期間の末日（当該分配

金又は当該給付金を受ける者を確定するた

めの期日として営業期間又は計算期間の末

日と異なる日を定める外国ＥＴＦ及び外国

ＥＴＦ信託受益証券にあっては、当該異な

る日。以下この号において同じ。）の３日

前（休業日を除外する。）の日（営業期間

又は計算期間の末日が休業日に当たるとき

は、営業期間又は計算期間の末日の４日前

（休業日を除外する。）の日）

営業期間又は計算期間の末日（当該分配

金又は当該給付金を受ける者を確定するた

めの期日として営業期間又は計算期間の末

日と異なる日を定める外国ＥＴＦにあって

は、当該異なる日。以下この号において同

じ。）の３日前（休業日を除外する。）の

日（営業期間又は計算期間の末日が休業日

に当たるときは、営業期間又は計算期間の

末日の４日前（休業日を除外する。）の日）

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い）

第１１１５条 （略） 第１１１５条 （略）

２ 当取引所は、規程第１１１９条において準

用する規程第６０８条の規定により上場廃止

申請が行われた上場ＥＴＦを、監理銘柄へ指

定することができる。この場合においては、

監理銘柄（確認中）に指定する。

２ 当取引所は、規程第１１１８条において準

用する規程第６０８条の規定により上場廃止

申請が行われた上場ＥＴＦを、監理銘柄へ指

定することができる。この場合においては、

監理銘柄（確認中）に指定する。

３・４ （略） ３・４ （略）

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い）

第１１１６条 当取引所は、上場ＥＴＦが次の

各号のいずれかに該当する場合には、規程第

１１１６条の規定に基づき、当取引所が当該

上場ＥＴＦの上場廃止を決定した日から上場

廃止日の前日までの間、当該上場ＥＴＦを整

理銘柄に指定することができる。

第１１１６条 当取引所は、上場ＥＴＦが次の

各号のいずれかに該当する場合には、規程第

１１１６条の規定に基づき、当取引所が当該

上場ＥＴＦの上場廃止を決定した日から上場

廃止日の前日までの間、当該上場ＥＴＦを整

理銘柄に指定することができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３）規程第１１１９条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が

行われ上場廃止が決定した場合

（３）規程第１１１８条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が

行われ上場廃止が決定した場合

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い）

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上

場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加

発行時の追加上場料及び年間上場料その他の

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上

場審査料、新規上場料、追加信託時又は追加

発行時の追加上場料及び年間上場料その他の
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上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金

の区分に従い、当該各号に定めるところによ

るものとする。

上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金

の区分に従い、当該各号に定めるところによ

るものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場料

次のａからｄまでに掲げるところによる。

（２） 新規上場料

次のａからｄまでに掲げるところによる。

ａ （略） ａ （略）

ａの２ 前ａの規定にかかわらず、規程第

１１０６条第１項の規定の適用を受けて

上場する内国ＥＴＦにあっては、当該内

国ＥＴＦの純資産総額から、上場廃止と

なった内国ＥＴＦ（上場廃止となった内

国ＥＴＦが複数ある場合には、上場廃止

前の売買最終日における純資産総額が最

も大きい内国ＥＴＦに限る。）の上場廃

止前の売買最終日における純資産総額を

控除した額の 万分の０．７５

  ただし、当該計算により算出された金

額が、１０万円未満となる場合には１０

万円とし、１，０００万円を超える場合

には１，０００万円とする。

（新設）

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い）

第１１１８条 規程第１１１８条に規定する施

行規則で定める規定とは、次の各号に掲げる

ものをいう。

（新設）

（１） 規程第１１１１条の規定において準

用する規程第５０２条から同第５０４条ま

で

（２） 第１１１３条第１３項の規定におい

て準用する第６０１条第１１項第１号及び

第２号
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（第６編における定義） （第６編における定義）

第１２０１条 この編において、「運用資産等」、

「カントリーファンド」、「自己投資口」、

「上場カントリーファンド」、「上場後５年

以内の株券等」、「上場不動産投資信託証券」、

「上場ベンチャーファンド」、「信託会社等」、

「新投資口予約権証券」、「不動産関連資産」、

「不動産等」、「不動産投資信託証券」、「ベ

ンチャーファンド」、「未公開株等」、「未

公開株等関連資産」、「未公開株等評価機関」

及び「流動資産等」とは、それぞれ規程第１

２０１条に規定する運用資産等、カントリー

ファンド、自己投資口、上場カントリーファ

ンド、上場後５年以内の株券等、上場不動産

投資信託証券、上場ベンチャーファンド、信

託会社等、新投資口予約権証券、不動産関連

資産、不動産等、不動産投資信託証券、ベン

チャーファンド、未公開株等、未公開株等関

連資産、未公開株等評価機関及び流動資産等

をいう。

第１２０１条 この編において、「運用資産等」、

「カントリーファンド」、「上場カントリー

ファンド」、「上場後５年以内の株券等」、

「上場不動産投資信託証券」、「上場ベンチ

ャーファンド」、「信託会社等」、「不動産

関連資産」、「不動産等」、「不動産投資信

託証券」、「ベンチャーファンド」、「未公

開株等」、「未公開株等関連資産」、「未公

開株等評価機関」及び「流動資産等」とは、

それぞれ規程第１２０１条に規定する運用資

産等、カントリーファンド、上場カントリー

ファンド、上場後５年以内の株券等、上場不

動産投資信託証券、上場ベンチャーファンド、

不動産関連資産、不動産等、不動産投資信託

証券、ベンチャーファンド、未公開株等、未

公開株等関連資産、未公開株等評価機関及び

流動資産等をいう。                

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 規程第１２０１条第１１号ｇに規定する施

行規則で定めるものとは、不動産が資産の過

半数を占める法人が発行する株式をいう。

（新設）

５ 規程第１２０１条第１２号ｈに規定する施

行規則で定めるものとは、資産の全てが不動

産及び流動資産等である法人が発行する株式

をいう。

（新設）

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類）

第１２０２条 （略） 第１２０２条 （略）

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上

場申請銘柄の区分に従い、当該各号に定める

書類とする。

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上

場申請銘柄の区分に従い、当該各号に定める

書類とする。

（１） 投資証券 （１） 投資証券
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次のａからｊまでに掲げる書類 次のａからⅰまでに掲げる書類

ａ （略） ａ （略）

ｂ 規程第１２０５条第２号ａに適合する

ために必要な不動産等を既に取得してい

る旨又はそれを上場の時までに取得でき

る見込みである旨（不動産投資信託証券

の新規上場を申請した者が第１２０６条

第２項第１号及び第２号に掲げる書類を

提出する場合は、上場後３か月以内に取

得できる見込みである旨）を、幹事取引

参加者が確約した書面

ｂ 規程第１２０５条第２号ａに適合する

ために必要な不動産等を既に取得してい

る旨又はそれを上場の時までに取得でき

る見込みである旨（新規上場申請者が第

１２０６条第２項第１号及び第２号に掲

げる書類を提出する場合は、上場後３か

月以内に取得できる見込みである旨）を、

幹事取引参加者が確約した書面

ｃ～ｉ （略） ｃ～ｉ （略）

ｊ 新規上場申請日の属する営業期間の初

日以後に、新規上場申請銘柄の発行者で

ある者が自己投資口取得決議（自己投資

口の取得に係る投資信託法第８０条の２

第３項の規定による決議をいう。）、自

己投資口処分決議（自己投資口の処分に

係る同法第８０条第４項の規定による決

議をいう。以下同じ。）又は自己投資口

消却決議（自己投資口の消却に係る同法

第８０条第４項の規定による決議をい

う。以下同じ。）を行った場合には、当

該決議を行った役員会の議事録の写し

（新設）

（２） （略） （２） （略）

３ （略） ３ （略）

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い）

第１２０６条 （略） 第１２０６条 （略）

２ 規程第１２０５条第２号ａに規定する７

０％以上となる見込みのあることとは、新規

上場申請時において７０％以上であることを

いう。ただし、不動産投資信託証券の新規上

場を申請した者が次の各号に掲げる書類を上

場承認時までに提出した場合は、上場後３か

月以内に７０％以上となる見込みがあること

２ 規程第１２０５条第２号ａに規定する７

０％以上となる見込みのあることとは、新規

上場申請時において７０％以上であることを

いう。ただし、新規上場申請者が次の各号に

掲げる書類を上場承認時までに提出した場合

は、上場後３か月以内に７０％以上となる見

込みがあることをいう。
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をいう。

（１） 取得する不動産等の情報についての

記載がなされた有価証券届出書

（１） 取得する不動産関連資産の情報につ

いての記載がなされた有価証券届出書

（２） （略） （２） （略）

３ （略） ３ （略）

４ 規程第１２０５条第２号ｄに規定する上場

投資口口数については、上場日において見込

まれる上場申請に係る投資口口数から不動産

投資信託証券の新規上場を申請した者が所有

する自己投資口口数（自己投資口処分決議を

行った場合においては、上場日までの間にお

いて処分する投資口口数を除く。）を減じた

投資口口数を上場投資口口数とみなして審査

を行うものとする。

（新設）

５ （略） ４ （略）

６ 規程第１２０５条第２号ｉの（ｂ）に規定

する施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合をいう。

５ 規程第１２０５条第２号ｉの（ｂ）に規定

する施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合をいう。

（１） 監査報告書（最近１年間に終了する

営業期間又は計算期間の財務諸表等に添付

されるものを除く。）において、公認会計

士等の「意見の表明をしない」旨が記載さ

れている場合であって、当該記載の理由が

天災地変等、不動産投資信託証券の新規上

場を申請した者の責めに帰すべからざる事

由によるものであるとき。

（１） 監査報告書（最近１年間に終了する

営業期間又は計算期間の財務諸表等に添付

されるものを除く。）において、公認会計

士等の「意見の表明をしない」旨が記載さ

れている場合であって、当該記載の理由が

天災地変等、新規上場申請者の責めに帰す

べからざる事由によるものであるとき。

（２） （略） （２） （略）

７ （略） ６ （略）

（不動産投資信託証券の所有に関する規制） （所有に関する規制）

第１２２１条 （略） 第１２２１条 （略）

（新投資口予約権無償割当てに関する規制）

第１２２１条の２ 新規上場申請銘柄の発行者

が、新規上場申請日の６か月前の日以後にお

いて新投資口予約権無償割当てを行っている

（新設）
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場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者は、

当該新投資口予約権無償割当てを受けた者と

の間で、書面により当該新投資口予約権の継

続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有

状況に係る照会時の当取引所への報告並びに

当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の当

取引所が必要と認める事項について確約を行

うものとし、当該書面を、新規上場申請日前

に新投資口予約権無償割当てを行っている場

合は新規上場申請日に、新規上場申請日以後

に新投資口予約権無償割当てを行っている場

合は新投資口予約権の無償割当てがその効力

を生ずる日から遅滞なく（当取引所が上場を

承認する日の前日までに）、提出するものと

する。

２ 新規上場申請銘柄の発行者が、前項の規定

に基づく書面の提出を行わないときは、当取

引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消

しの措置をとるものとする。

３ 第１項に規定する新投資口予約権無償割当

てを行っているかどうかの認定は、新投資口

予約権無償割当てがその効力を生ずる日を基

準として行うものとする。

４ 第１項に規定する当該新投資口予約権の継

続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有

状況に係る照会時の当取引所への報告並びに

当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の当

取引所が必要と認める事項とは、次の各号に

掲げる事項をいうものとする。

（１） 新投資口予約権無償割当てを受けた

者は、割当てを受けた当該新投資口予約権

（以下「割当新投資口予約権」という。以

下同じ。）を、原則として、同項に規定す

る日から上場日以後６か月間を経過する日

（当該日において前項に規定する日以後１

年間を経過していない場合には、前項に規



55

定する日以後１年間を経過する日）まで所

有すること。この場合において、割当新投

資口予約権の行使により取得した投資口又

は当該投資口の分割により取得した投資口

（以下「割当新投資口予約権に係る取得投

資口」という。以下同じ。）についても同

日まで所有すること。

（２） 新投資口予約権無償割当てを受けた

者は、割当新投資口予約権又は割当新投資

口予約権に係る取得投資口の譲渡を行う場

合には、あらかじめ新規上場申請銘柄の発

行者に書面により通知するとともに、事後

において新規上場申請銘柄の発行者にその

内容を報告すること。

（３） 新規上場申請銘柄の発行者は、新投

資口予約権無償割当てを受けた者が割当新

投資口予約権又は割当新投資口予約権に係

る取得投資口の譲渡を行った場合には当該

譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名

及び住所、投資口の口数、日付、価格並びに

理由その他必要な事項を記載した書面を、当

該譲渡が新規上場申請日前に行われたとき

には新規上場申請のときに、新規上場申請日

以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取

引所に提出すること。

（４） 新規上場申請銘柄の発行者は、割当

新投資口予約権又は割当新投資口予約権に

係る取得投資口の所有状況に関し当取引所

が必要と認めて照会を行った場合には、必要

に応じて新投資口無償割当てを受けた者に

対し割当新投資口予約権又は割当新投資口

予約権に係る取得投資口の所有状況に係る

確認を行った上で、遅滞なく割当新投資口予

約権又は割当新投資口予約権に係る取得投

資口の所有状況を当取引所に報告すること。

（５） 新投資口予約権無償割当てを受けた
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者は、新規上場申請銘柄の発行者から前号に

規定する割当新投資口予約権又は割当新投

資口予約権に係る取得投資口の所有状況に

係る確認を受けた場合には、直ちにその内容

を新規上場申請銘柄の発行者に報告するこ

と。

（６） 新投資口予約権無償割当てを受けた

者は、第１項に規定する書面に記載する本項

各号に掲げる内容及び割当新投資口予約権

又は割当新投資口予約権に係る取得投資口

の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦

覧に供されることに同意すること。

（７） その他当取引所が必要と認める事項

（新投資口予約権の所有に関する規制）

第１２２１条の３ 新投資口予約権無償割当て

を受けた者が、前条第１項に規定する確約に

基づく所有を現に行っていない場合には、当

取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取

消しの措置をとるものとする。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合であって、か

つ、所有を行っていないことが適当であると

認められる場合は、この限りでない。

（新設）

（１） 割当てを受けた者がその経営の著し

い不振により割当新投資口予約権又は割当

新投資口予約権に係る取得投資口の譲渡を

行う場合

（２） その他社会通念上やむを得ないと認

められる場合

２ 新規上場申請銘柄の発行者は、新投資口予

約権無償割当てを受けた者が前条第１項に規

定する確約に定める期間内において割当新投

資口予約権又は割当新投資口予約権に係る取

得投資口の譲渡を行った場合には、必要な事

項を記載した書面を当取引所に提出するもの

とし、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供
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することに同意するものとする。この場合に

おいて、当該書面は、当該割当新投資口予約

権又は割当新投資口予約権に係る取得投資口

の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合に

は新規上場申請日に、新規上場申請日以後に

行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に

提出するものとする。

３ 新規上場申請銘柄の発行者は、新投資口予

約権無償割当てを受けた者の割当新投資口予

約権の所有状況に関して当取引所から照会を

受けた場合には、当該割当新投資口予約権又

は割当新投資口予約権に係る取得投資口の所

有状況に係る報告を当取引所に行うものとす

る。

４ 前項の報告は、新規上場申請銘柄の発行者

が必要に応じて新投資口予約権無償割当てを

受けた者に対し割当新投資口予約権又は割当

新投資口予約権に係る取得投資口の所有状況

に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所

に報告するものとする。

５ 新規上場申請銘柄の発行者は、上場投資法

人となった後においても、確約に定める期間

内にあっては、第２項及び第３項の規定の適

用を受けるものとする。

（不動産投資信託証券の発行等の状況に関する

記載）

（不動産投資信託証券の発行の状況に関する記

載）

第１２２２条 新規上場申請銘柄の発行者は、

新規上場申請日の６か月前の日から上場日の

前日までの期間において不動産投資信託証券

の発行等（不動産投資信託証券の発行又は新

投資口予約権の無償割当てを行うことをい

う。この条及び次条において同じ。）を行っ

ている場合には、当該発行等の状況を記載し

た書面を、新規上場申請日前に不動産投資信

託証券の発行等を行っている場合は新規上場

第１２２２条 新規上場申請銘柄の発行者は、

新規上場申請日の６か月前の日から上場日の

前日までの期間において不動産投資信託証券

を発行している場合には、当該発行の状況を

記載した書面を、新規上場申請日前に不動産

投資信託証券の発行を行っている場合は新規

上場申請日に、新規上場申請日以後に不動産

投資信託証券の発行を行っている場合は当該

不動産投資信託証券の発行後遅滞なく（当取
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申請日に、新規上場申請日以後に不動産投資

信託証券の発行等を行っている場合は不動産

投資信託証券の発行後又は新投資口予約権無

償割当てがその効力を生ずる日以後遅滞なく

（当取引所が上場を承認する日の前日まで

に）、提出するものとする。

引所が上場を承認する日の前日までに）、提

出するものとする。

（不動産投資信託証券の発行等の状況に関する

記録の保存等）

（不動産投資信託証券の発行の状況に関する記

録の保存等）

第１２２３条 （略） 第１２２３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 当取引所は、第２項の規定により提出され

た記録を検討した結果、前条の規定に基づく

不動産投資信託証券の発行等の状況に係る記

載内容が明らかに正確でなかったと認められ

る場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者

及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内

容が正確でなかったと認められる旨を公表す

ることができる。

４ 当取引所は、第２項の規定により提出され

た記録を検討した結果、前条の規定に基づく

不動産投資信託証券の発行の状況に係る記載

内容が明らかに正確でなかったと認められる

場合には、当該新規上場申請銘柄の発行者及

び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容

が正確でなかったと認められる旨を公表する

ことができる。

５ （略） ５ （略）

（新投資口予約権証券の上場基準）

第１２２８条 規程第１２１１条第１項第１号

に規定する施行規則で定める基準とは、次の

各号に掲げる基準とする。

第１２２８条 削除

（１） 新投資口予約権無償割当てにより発

行されるものであること。

（２） 上場後の分布状況等が著しく悪いと

認められないこと。

（３） 新投資口予約権が指定振替機関の振

替業における取扱いの対象であること又は

上場の時までに取扱いの対象となる見込み

のあること。

２ 上場投資法人は、規程第１２１１条第１項

第２号に規定する手続きが実施されている場

合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、
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当該各号に定める書面を提出するものとす

る。

（１） 規程第１２１１条第１項第２号ａに

規定する手続きが実施されている場合

  取引参加者が作成した当取引所所定の

「投資口の発行の合理性に係る審査結果を

記載した書面」

（２） 規程第１２１１条第１項第２号ｂに

規定する手続きが実施されている場合

  当取引所所定の「投資主の意思確認の結

果について記載した書面」

３ 規程第１２１１条第２項に規定する「確約

書」は別記第５―７号様式によるものとする。

４ 新投資口予約権証券の上場期間は、行使期

間の初日以後の日であって当取引所が定める

日から、当該新投資口予約権の行使期間満了

の日前の日であって当取引所が定める日まで

とする。

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１２３０条 （略） 第１２３０条 （略）

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項の

いずれかについて決定を行った場合には、当

該各号に定めるところに従い、当取引所に書

類の提出を行うものとする。ただし、規程第

１２１３条の規定に基づき行う情報の開示に

より、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる

場合であって、当取引所が適当と認めるとき

は、当該書類の提出を要しないものとする。

この場合において、上場投資法人は、第２号

ｃに規定する書類（法第１３条第１項前段及

び第３項の規定により作成されたものを除

く。）並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４

号ｂに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項の

いずれかについて決定を行った場合には、当

該各号に定めるところに従い、当取引所に書

類の提出を行うものとする。ただし、規程第

１２１３条の規定に基づき行う情報の開示に

より、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる

場合であって、当取引所が適当と認めるとき

は、当該書類の提出を要しないものとする。

この場合において、上場投資法人は、第２号

ｃに規定する書類（法第１３条第１項前段及

び第３項の規定により作成されたものを除

く。）並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４

号ｂに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。
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（１）～（４） （１）～（４）

（５） 規程第１２１３条第２項第１号ａの

（ｎ）に掲げる事項

  次のａからｃまでに掲げる書類

（新設）

ａ 新投資口予約権無償割当て日程表 確

定後直ちに

ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

受領後直ちに

ｃ 有価証券通知書及び変更通知書の写し

内閣総理大臣等に提出後遅滞なく

（６） （略） （５） （略）

（７） （略） （６） （略）

３ （略） ３ （略）

４ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の

各号に掲げる場合には、当該各号に定めると

ころに従い、当取引所に書類の提出を行うも

のとする。ただし、規程第１２１３条の規定

に基づき行う情報の開示により、当取引所に

提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開

示されていると認められる場合であって、当

取引所が適当と認めるときは、当該書類の提

出を要しないものとする。この場合において、

上場不動産投資信託証券の発行者は、第３号

ａに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

４ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の

各号に掲げる場合には、当該各号に定めると

ころに従い、当取引所に書類の提出を行うも

のとする。ただし、規程第１２１３条の規定

に基づき行う情報の開示により、当取引所に

提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開

示されていると認められる場合であって、当

取引所が適当と認めるときは、当該書類の提

出を要しないものとする。この場合において、

上場不動産投資信託証券の発行者は、第３号

ａに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 新投資口予約権の内容その他の条件

の変更

  変更内容説明の通知書 確定後直ちに

（新設）

５ （略） ５ （略）

６ 上場投資法人は、新投資口予約権証券につ

いて行使が行われる場合には、次の各号に定

めるところに従い、当取引所に書類の提出を

行うものとする。ただし、規程第１２１３条

の規定に基づき行う情報の開示により、当取

引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十

（新設）
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分に開示されていると認められる場合であっ

て、当取引所が適当と認めるときは、当該書

類の提出を要しないものとする。

（１） 上場投資口口数報告書

  月間報告を翌月初まで

（２） 上場している新投資口予約権証券の

数が１，０００単位未満となった場合及び

１単位未満となった場合における新投資口

予約権の行使通知

  その都度直ちに

（銘柄に係る上場廃止基準） （銘柄に係る上場廃止基準）

第１２３３条 （略） 第１２３３条 （略）

２～１０ （略） ２～１０ （略）

１１ 第１２０６条第１項の規定は、規程第１

２１８条第２項に規定する不動産等、不動産

関連資産及び流動資産等の合計額、運用資産

等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定

において使用する各資産の額について、第１

２０６条第５項の規定は、規程第１２１８条

第２項に規定する純資産総額について、それ

ぞれ準用する。

１１ 第１２０６条第１項の規定は、規程第１

２１８条第２項に規定する不動産等、不動産

関連資産及び流動資産等の合計額、運用資産

等の総額、純資産総額並びに資産総額の算定

において使用する各資産の額について、第１

２０６条第４項の規定は、規程第１２１８条

第２項に規定する純資産総額について、それ

ぞれ準用する。

（上場等に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い）

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づ

く新規上場申請に係る不動産投資信託証券の

発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者

の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追

加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年

間上場料その他の上場等に関する料金は、次

の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号

に定めるところによるものとする。この場合

において、第１２０６条第１項の規定は、こ

の条に規定する純資産総額の算定において使

用する各資産の額について、第１２０６条第

５項の規定は、この条に規定する純資産総額

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づ

く新規上場申請に係る不動産投資信託証券の

発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者

の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追

加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年

間上場料その他の上場に関する料金は、次の

各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に

定めるところによるものとする。この場合に

おいて、第１２０６条第１項の規定は、この

条に規定する純資産総額の算定において使用

する各資産の額について、第１２０６条第４

項の規定は、この条に規定する純資産総額に
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について、それぞれ準用する。 ついて、それぞれ準用する。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 新規上場料（次号に掲げるものを除

く。）

ａ～ｃ （略）

（３） 新規上場料

ａ～ｃ （略）

（３）の２ 新規上場料（新投資口予約権証

券の新規上場に係るものに限る。）

  次のａ及びｂに掲げる場合の区分に従

い、当該ａ及びｂに定める金額を、当該新

規上場申請に係る新投資口予約権証券の上

場日の属する月の翌月末日までに支払うも

のとする。

（新設）

ａ 新投資口予約権の行使に係る払込金額

に新投資口予約権の目的である投資口の

数を乗じて得た金額が５０億円以下の場

合 １７万円

ｂ 新投資口予約権の行使に係る払込金額

に新投資口予約権の目的である投資口の

数を乗じて得た金額が５０億円を超える

場合 ３４万円

（４） 追加発行時又は追加信託時の追加上

場料

（４） 追加発行時又は追加信託時の追加上

場料

ａ 追加発行総額（発行価格の総額をい

う。）又は追加信託総額の万分の９に相

当する金額とする。ただし、新投資口予

約権の権利行使により新たに発行された

投資口を上場する場合には、新投資口予

約権の行使に際して出資される財産の価

額（「新投資口予約権の行使に係る払込

金額」という。以下同じ。）に行使され

る投資口の数を乗じて得た金額の万分の

８に相当する金額とする。

ａ 追加発行総額（発行価格の総額をい

う。）又は追加信託総額の 万分の９

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 追加発行時又は追加信託時の追加上場

料は、新たに発行する不動産投資信託証

券の上場日の属する月の翌月末日までに

ｃ 追加発行時又は追加信託時の追加上場

料は、新たに発行する不動産投資信託証

券の上場日の属する月の翌月末日までに
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支払うものとする。ただし、新投資口予

約権の権利行使により新たに発行された

投資口を上場する場合には、新投資口予

約権の行使期間満了の日が属する月の翌

月末までに支払うものとする。

支払うものとする。

（４）の２ 新投資口予約権の発行に係る料

金

  新投資口予約権の行使に係る払込金額に

新投資口予約権の目的となる投資口口数の

数を乗じて得た金額の万分の１に相当する

金額を、新投資口予約権の発行を行った日

の属する月の翌月末日までに支払うものと

する。

（新設）

（５） （略） （５） （略）

２ （略） ２ （略）

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１３２７条 （略） 第１３２７条 （略）

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる

場合には、当該各号に定めるところに従い、

当取引所に書類の提出を行うものとする。た

だし、規程第１３１２条の規定に基づき行う

情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されている

と認められる場合であって、当取引所が適当

と認めるときは、当該書類の提出を要しない

ものとする。この場合において、上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人は、第２号ｃに規定する書類（法第

１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ

及びｄ並びに第４号ｂ並びに第９号ａに規定

する書類を当取引所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人及びベンチャーファン

ド資産運用会社（以下「上場ベンチャーファ

ンド発行者等」という。）は、次の各号に掲

げる場合には、当該各号に定めるところに従

い、当取引所に書類の提出を行うものとする。

ただし、規程第１３１２条の規定に基づき行

う情報の開示により、当取引所に提出すべき

書類に記載すべき内容が十分に開示されてい

ると認められる場合であって、当取引所が適

当と認めるときは、当該書類の提出を要しな

いものとする。この場合において、上場ベン

チャーファンド発行者等は、第２号ｃに規定

する書類（法第１３条第１項前段及び第３項

の規定により作成されたものを除く。）並び

に第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂ並びに

第９号ａに規定する書類を当取引所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。
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（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略）

３ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる

書類を当該各号に定めるところにより、当取

引所に提出するものとする。この場合におい

て、上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人は、第２号に掲げる

書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。

３ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の

各号に掲げる書類を当該各号に定めるところ

により、当取引所に提出するものとする。こ

の場合において、上場ベンチャーファンド発

行者等は、第２号に掲げる書類を当取引所が

公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１４０７条 （略） 第１４０７条 （略）

２ 上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる

場合には、当該各号に定めるところに従い、

当取引所に書類の提出を行うものとする。た

だし、規程第１４１０条の規定に基づき行う

情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されている

と認められる場合であって、当取引所が適当

と認めるときは、当該書類の提出を要しない

ものとする。この場合において、上場カント

リーファンドに係るカントリーファンド発行

投資法人は、第３号ｂ、第９号及び第９号の

２に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

２ 上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人は、次の各号に掲げる

場合には、当該各号に定めるところに従い、

当取引所に書類の提出を行うものとする。た

だし、規程第１４１０条の規定に基づき行う

情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されている

と認められる場合であって、当取引所が適当

と認めるときは、当該書類の提出を要しない

ものとする。この場合において、上場カント

リーファンドに係るカントリーファンド発行

投資法人は、第３号ｂ、第９号及び第９号の

２に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７） 前各号に掲げる事項以外の上場カン

トリーファンドに関する権利等に係る重要

な事項について決定を行った場合

（７） 前各号に掲げる事項以外の上場カン

トリーファンドに関する権利等に係る重要

な事項について決定を行った場合

決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに（「取引所規則の遵守に関する

確認書」を提出した代表者の異動について

決定を行った場合にあっては、「取引所規

則の遵守に関する確認書」について、異動

決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに



65

後直ちに）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年１２月１日か

ら施行する。

２ 改正後の第１２０２条第２項第１号ｊ及び

第１２０６条第４項の規定は、この改正規定

施行の日以後に新規上場申請を行う者から適

用する。

３ 第１項の規定にかかわらず、改正後の第１

２２８条第４項の規定は、会社法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第９１号）の施

行の日から適用することとし、当該施行の日

より前の日に上場申請を行う者についての新

投資口予約権証券の上場期間は、当取引所が

定める日から、新投資口予約権の行使期間満

了の日前の日であって当取引所が定める日ま

でとする。

別記様式

第５－７号様式 新投資口予約権証券 確約書 （新設）

確約書

平成 年 月 日

株式会社東京証券取引所

代表取締役社長      殿

本店所在地

会社名          印

代表者の

役職名          印

（コード番号      ）
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本投資法人は、平成  年  月  日発行

の新投資口予約権証券の上場に関して、次の事

項を貴取引所に対し確約いたします。

１．本投資法人は、貴取引所が上場新投資口予

約権証券の売買管理上必要と認めて照会を行

った場合等、貴取引所から正当な理由に基づ

く請求があった場合には、遅滞なく、照会事

項について正確に報告し、又はその請求する

書類を提出します。

２．本投資法人は、貴取引所がその定款、業務

規程、有価証券上場規程その他諸規則に基づ

き、上場新投資口予約権証券の売買及びその

決済に対して行う必要な措置について異議あ

りません。

３．本投資法人は、上場新投資口予約権証券に

ついて、重要な決定又は変更等を行った場合、

又は重大な事実が発生した場合には、直ちに

当該事実を開示するとともに、貴取引所に通

知いたします。

４．本投資法人は、貴取引所の有価証券上場規

程に従い、所定の新規上場料を支払います。

５．本投資法人は、前各項のほか、貴取引所の

定めるところに従い、新投資口予約権証券の

円滑な流通に支障をきたさないよう処理いた

します。
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅲの５ 上場会社が発行する新株予約権証券の

上場審査

Ⅲの５ 上場会社が発行する新株予約権証券の

上場審査

（公益又は投資者保護の観点） （公益又は投資者保護の観点）

規程第３０４条第１項第４号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（３）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

規程第３０４条第１項第４号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（３）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１） 次のａからｅまでに該当しないこと

（規程第３０４条第１項第２号に規定するコ

ミットメント型の場合を除く。）。

（１） 次のａからｅまでに該当しないこと

（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

Ⅵの２ ＥＴＮ信託受益証券の新規上場審査 Ⅵの２ 指標連動証券の新規上場審査

（ＥＴＮ信託受益証券の新規上場申請に係る上

場審査）

（指標連動証券の新規上場申請に係る上場審

査）

１． （略） １． （略）

Ⅷの２ 上場投資法人が発行する新投資口予約

権証券の上場審査

（新設）

（公益又は投資者保護の観点）

規程第１２１１条第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１） 次のａからｄまでに該当しないこと

（規程第１２１１条第１項第２号に規定す

るコミットメント型の場合を除く。）。

ａ 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の上場不動産投資信託証券
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が、規程第１２２１条の規定により監理

銘柄に指定されている場合又は規程第１

２２２条の規定により整理銘柄に指定さ

れている場合

ｂ 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の上場不動産投資信託証券

が、次の（ａ）から（ｅ）までのいずれ

かに該当する場合

（ａ） 規程第１２１８条第２項第１号に

定める期間内にある場合

（ｂ） 規程第１２１８条第２項第２号に

定める期間内にある場合

（ｃ） 規程第１２１８条第２項第３号に

定める期間内にある場合

（ｄ） 規程第１２１８条第２項第４号に

定める期間内にある場合

（ｅ） 規程第１２１８条第２項第５号に

定める期間内にある場合

ｃ 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の運用成績及び財政状態が、

規程第１２１１条第１項第３号ａ又はｂ

のいずれかに該当した場合と実質的に同

視できると認められる場合

ｄ その他ａから前ｃまでに規定するもの

に準ずる状態と認められる場合

（２） 新投資口予約権証券の権利行使の制

限を行う場合においては、当該制限を行う

必要性及び相当性が認められること。

（３） その他公益又は投資者保護の観点か

ら適当と認められること。

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則

の一部改正新旧対照表

新 旧

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買の取消し） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買の取消し）

第１３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１８条第１項

の規定により行うＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る

売買の取消しは、次の各号に定めるところに

よる。

第１３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１８条第１項

の規定により行うＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る

売買の取消しは、次の各号に定めるところに

よる。

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買が

成立し、当該売買の決済が極めて困難であ

る場合には、業務規程第２９条第５号の規

定により売買立会による売買が停止された

時、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５号の

規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買

が停止された時又は業務規程第７７条の２

の規定により当該過誤のある注文について

公表された時のいずれか早い時から、原則

として６０分を経過するまでの間に限り、

当取引所の定める様式により、売買の取消

しの申請を行うことができる。

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買が

成立し、当該売買の決済が極めて困難であ

る場合には、業務規程第２９条第５号の規

定により売買立会による売買が停止された

時、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５号の

規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買

が停止された時又は業務規程第７７条の２

の規定により当該過誤のある注文について

公表された時のいずれか早い時から、原則

として６０分を経過するまでの間に限り、

当取引所の定める様式により、売買の取消

しの申請を行うことができる。

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出

資証券、優先出資証券、投資信託受益証

券、投資証券及び新投資口予約権証券を

いう。以下同じ。）及び内国商品信託受

益証券

  第１６条第１号に定める数量に２を乗

じて得た数量（当該売買の決済を特に困

難とする状況が認められる場合にあって

は、同号に定める数量）

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出

資証券、優先出資証券、投資信託受益証

券及び投資証券をいう。以下同じ。）及

び内国商品信託受益証券

第１６条第１号に定める数量に２を乗

じて得た数量（当該売買の決済を特に困

難とする状況が認められる場合にあって

は、同号に定める数量）

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略）

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）
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（取消しの可能性の周知が必要と認める場

合）

（取消しの可能性の周知が必要と認める場

合）

第１６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５号

に掲げる場合のＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売

買の停止を行う場合は、原則として、過誤の

ある注文により、次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い、当該各号に定める数量又は金

額を超える数量又は金額の売買が成立した場

合とする。

第１６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５号

に掲げる場合のＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売

買の停止を行う場合は、原則として、過誤の

ある注文により、次の各号に掲げる有価証券

の区分に従い、当該各号に定める数量又は金

額を超える数量又は金額の売買が成立した場

合とする。

（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券

上場株式数（新株予約権証券の場合は上

場新株予約権個数をいい、出資証券の場合

は上場出資口数をいい、優先出資証券の場

合は上場優先出資口数をいい、投資信託受

益証券及び内国商品信託受益証券の場合は

上場受益権口数をいい、投資証券の場合は

上場投資口口数をいい、新投資口予約権証

券の場合は上場新投資口予約権個数をい

う。）の１０％に相当する数量。

（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券

上場株式数（出資証券の場合は上場出資

口数をいい、優先出資証券の場合は上場優

先出資口数をいい、投資信託受益証券及び

内国商品信託受益証券の場合は上場受益権

口数をいい、投資証券の場合は上場投資口

口数をいう。）の１０％に相当する数量。

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年１２月１日から

施行する。


